
入  札  公  告  

 

次 の と お り 一 般 競 争 入 札 に 付 し ま す 。  

令 和 ７ 年 1 2 月 1 2 日  

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構  

理 事 （ 水 産 大 学 校 代 表 ） 藤 井  徹 生  

◎ 調 達 機 関 番 号  8 0 7  ◎ 所 在 地 番 号  3 5  

1    調 達 内 容  

( 1 )    品 目 分 類 番 号  7 8  

( 2 )    購 入 等 件 名 及 び 数 量  水 産 大 学 校 施 設 の 管

理 業 務  一 式  

( 3 )   調 達 案 件 の 仕 様 等  入 札 説 明 書 に よ る 。  

( 4 )    履 行 期 間  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年

３ 月 3 1 日 ま で 。  

( 5 )    履 行 場 所  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教

育 機 構  水 産 大 学 校  

( 6 )    入 札 方 法  落 札 者 の 決 定 は 、 総 合 評 価 を も

っ て 行 う の で 、 入 札 説 明 書 で 示 し た 企 画 書 等

入 札 書 類 を 提 出 す る こ と 。  

な お 、 落 札 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記



載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の １ ０ パ ー セ ン ト に

相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円

未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の 端 数 金 額 を 切

り 捨 て る も の と す る 。 ） を も っ て 落 札 価 格 と

す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

に 係 る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る

か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 1 1 0 分

の 1 0 0 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ

と 。  

2    競 争 参 加 資 格  

( 1 )    国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 契 約

事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 1 3 年 ４ 月 １ 日 付 け 1 3 水

研 第 6 5 号 ）第 1 2 条 第 １ 項 及 び 第 1 3 条 の 規 定

に 該 当 し な い 者 で あ る こ と 。  

( 2 )    令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産

研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全 省 庁 統 一

資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 ｣ の 業 種 「 建 物 管 理 等 各

種 保 守 管 理 」 で 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」 又 は

「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ た 者 で あ

る こ と 。  



な お 、 入 札 参 加 グ ル ー プ で 入 札 に 参 加 す る

場 合 に は 、 令 和 ７ ・ ８ ・ ９ 年 度 国 立 研 究 開 発

法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 競 争 参 加 資 格 又 は 全  

省 庁 統 一 資 格 の ｢ 役 務 の 提 供 等 ｣ の 業 種 「 建 物

管 理 等 各 種 保 守 管 理 」 で 、 代 表 事 業 者 及 び グ

ル ー プ 事 業 者 の 双 方 が 「 Ａ 」 、 「 Ｂ 」 、 「 Ｃ 」

又 は 「 Ｄ 」 い ず れ か の 等 級 に 格 付 け さ れ た 者

で あ る こ と 。  

 ( 3 )   国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 理 事

長 か ら 物 品 の 製 造 契 約 、 物 品 の 販 売 契 約 及 び

役 務 等 契 約 指 名 停 止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停

止 を 受 け て い る 期 間 中 で な い こ と 。  

た だ し 、 全 省 庁 統 一 資 格 に 格 付 け さ れ て い

る 者 で あ る 場 合 は 、 国 の 機 関 の 同 様 の 指 名 停

止 措 置 要 領 に 基 づ く 指 名 停 止 を 受 け て い る

期 間 中 で な い こ と 。   

( 4 )   暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す

る 法 律 （ 平 成 ３ 年 法 律 第 7 7 号 ） 第 3 2 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 者 で な い こ と 。  

( 5 )   本 業 務 の 実 施 に 当 た り 、 法 令 上 必 要 な 資 格



等 を 有 し て い る 者 又 は 資 格 等 を 有 し て い る 者

を 業 務 に 当 た ら せ る こ と が で き る 者 で あ る こ

と 。  

( 6 )   本 入 札 は 一 の 事 業 者 で 参 加 す る こ と も 、 入

札 参 加 グ ル ー プ で 参 加 す る こ と も 可 と す る 。  

な お 、 入 札 参 加 グ ル ー プ で 参 加 す る 場 合 は 、

次 の 要 件 を す べ て 満 た す 者 で あ る こ と 。  

①  入 札 参 加 グ ル ー プ の 代 表 と な る 事 業 者

（ 以 下 「 代 表 事 業 者 」 と い う 。 ） を 定 め 、

入 札 書 類 の 提 出 期 限 ま で に 入 札 参 加 グ ル ー

プ 結 成 に 関 す る 協 定 書 （ 又 は こ れ に 類 す る

書 類 ） を 提 出 し た 者 で あ る こ と 。  

②  入 札 参 加 グ ル ー プ の 代 表 事 業 者 を 除 く 全

て の 事 業 者 は 、 上 記 （ ２ ） の 入 札 参 加 グ ル

ー プ の グ ル ー プ 事 業 者 に 係 る 要 件 及 び（ １ ）、

（ ３ ） 、 （ ４ ） の 要 件 を す べ て 満 た す 者 で

あ る こ と 。  

③  代 表 事 業 者 及 び グ ル ー プ 事 業 者 は 、 各 担

当 業 務 に お い て 上 記 （ ５ ） の 要 件 を 満 た す

者 で あ る こ と 。  



④  代 表 事 業 者 及 び グ ル ー プ 事 業 者 は 、 他 の

入 札 参 加 グ ル ー プ を 構 成 す る 者 又 は 単 独 で

入 札 に 参 加 す る 者 で な い こ と 。  

( 7 )   入 札 参 加 予 定 の 事 業 協 同 組 合 の 構 成 員 は 、

他 の 入 札 参 加 グ ル ー プ に 参 加 若 し く は 単 独 で

入 札 に 参 加 す る こ と は で き な い も の と す る 。  

3    入 札 書 の 提 出 場 所 等  

( 1 )  入 札 書 及 び 企 画 書 等 の 提 出 場 所 、 契 約 条 項 を

示 す 場 所 、 入 札 説 明 書 の 交 付 場 所 及 び 問 い

合 わ せ 先  〒 7 5 9 - 6 5 9 5  山 口 県 下 関 市 永 田

本 町 二 丁 目 7 番 1 号  国 立 研 究 開 発 法 人 水

産 研 究 ・ 教 育 機 構 水 産 大 学 校 校 務 部 会 計 課

施 設 係  西 郡  正 憲  電 話 0 8 3 - 2 2 7 - 3 8 2 9  

Ｆ Ａ Ｘ 0 8 3 - 2 6 4 - 2 0 8 0   

E - m a i l  j n i s i g o r i @ f i s h - u . a c . j p  

 ( 2 )   入 札 説 明 書 の 交 付 方 法  競 争 参 加 希 望 者 は 、

以 下 に よ り 入 札 説 明 書 等 （ 入 札 説 明 書 、 入 札

心 得 書 、 契 約 書 案 、 入 札 書 様 式 、 委 任 状 様 式

等 ） の 交 付 を 受 け る こ と 。  

①  直 接 交 付  



   上 記 3 ( 1 ) の 交 付 場 所 に て 交 付 す る 。  

②  宅 配 便 着 払 い に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 水 産 大 学 校 施 設 の 管 理 業 務

入 札 説 明 書 宅 配 便 に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社

名 、 担 当 者 名 、 住 所 、 電 話 番 号 を 記 載 の う

え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て メ ー ル ま た は Ｆ Ａ Ｘ を 送

信 す る こ と 。  

③  メ ー ル に よ る 交 付  

任 意 書 式 に 「 水 産 大 学 校 施 設 の 管 理 業 務

入 札 説 明 書 メ ー ル に て 希 望 」 と 記 入 し 、 社

名 、 担 当 者 名 、 メ ー ル ア ド レ ス 、 電 話 番 号

を 記 載 の う え 、 上 記 3 ( 1 ) あ て メ ー ル ま た は

Ｆ Ａ Ｘ を 送 信 す る こ と 。   

( 3 )   入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所  

日 時  令 和 ７ 年 1 2 月 2 3 日 1 4 時  

場 所  山 口 県 下 関 市 永 田 本 町 二 丁 目 7 番 1 号

国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構

水 産 大 学 校  本 館 一 階 第 一 会 議 室 Ａ  

※  令 和 ７ 年 1 2 月 1 6 日 ま で に 入 札 説 明 書 を

受 領 し 、 同 日 中 に 入 札 説 明 会 参 加 申 込 書 を



提 出 す る こ と 。  

( 4 )   企 画 書 等 の 受 領 期 限  令 和 ８ 年 １ 月 2 1 日 1 7

時  

( 5 )   入 札 、 開 札 の 日 時 及 び 場 所  令 和 8 年 1 月

2 8 日 1 1 時  山 口 県 下 関 市 永 田 本 町 二 丁 目 7

番 1 号  国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・ 教 育 機

構 水 産 大 学 校  本 館 一 階 第 一 会 議 室 Ａ （ た だ

し 、 郵 便 に よ る 入 札 の 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ

る こ と と し 、 令 和 ８ 年 １ 月 2 7 日 1 7 時 必 着 の

こ と ｡ ）  

4    そ の 他  

( 1 )    契 約 手 続 き に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨  

日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨 。  

( 2 )    入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  免 除 。  

( 3 )   入 札 者 に 要 求 さ れ る 事 項  こ の 一 般 競 争 に

参 加 を 希 望 す る 者 は 、 企 画 書 等 を 上 記 3 ( 4 ) に

示 す 期 限 ま で に 上 記 3 ( 1 ) に 示 す 場 所 に 提 出 し

な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 開 札 日 の 前 日 ま で

の 間 に お い て 、 国 立 研 究 開 発 法 人 水 産 研 究 ・

教 育 機 構 理 事 （ 水 産 大 学 校 代 表 ） か ら 企 画 書



等 に 関 し 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 こ れ に 応

じ な け れ ば な ら な い 。  

( 4 )   入 札 の 無 効  本 公 告 に 示 し た 競 争 参 加 資 格

の な い 者 の 提 出 し た 入 札 書 、 入 札 者 に 求 め ら

れ る 義 務 を 履 行 し な か っ た 者 の 提 出 し た 入 札

書 は 無 効 と す る 。  

( 5 )    契 約 書 作 成 の 要 否  要 。  

( 6 )    落 札 者 の 決 定 方 法  予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲

内 で あ り 、 か つ 、 入 札 説 明 書 で 示 す 要 求 事 項

の う ち 必 須 項 目 の 要 求 を 全 て 満 た す 提 案 を し

た 入 札 者 の 中 か ら 、 入 札 説 明 書 に お い て 定 め

る 総 合 評 価 の 方 法 を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る 。

た だ し 、 落 札 者 と な る べ き 者 の 入 札 価 格 に よ

っ て は 、 そ の 者 に よ り 当 該 契 約 の 内 容 に 適 合

し た 履 行 が な さ れ な い お そ れ が あ る と 認 め ら

れ る と き 、 又 は そ の 者 と 契 約 を 締 結 す る こ と

が 公 正 な 取 引 の 秩 序 を 乱 す こ と と な る お そ れ

が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 予 定 価 格 の 制 限

の 範 囲 内 の 価 格 を も っ て 入 札 し 、 か つ 、 入 札

説 明 書 で 示 す 要 求 事 項 の う ち 必 須 項 目 の 要 求



を 全 て 満 た す 提 案 を し た 他 の 入 札 者 の 中 か ら

総 合 評 価 の 方 法 を も っ て 落 札 者 を 決 定 す る こ

と が あ る 。  

( 7 )   手 続 き に お け る 交 渉 の 有 無  無 。  

( 8 )   競 争 参 加 者 は 、 入 札 の 際 に 国 立 研 究 開 発 法

人 水 産 研 究 ・ 教 育 機 構 の 資 格 審 査 結 果 通 知 書

写 し 又 は 全 省 庁 統 一 資 格 の 資 格 審 査 結 果 通

知 書 写 し を 提 出 す る こ と 。  

( 9 )   詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

5    契 約 に 係 る 情 報 の 公 表  「 独 立 行 政 法 人 の 事

務 ・ 事 業 の 見 直 し の 基 本 方 針 」 （ 平 成 2 2 年 1 2

月 ７ 日 閣 議 決 定 ） に 基 づ き 実 施 す る 。 詳 細 は 入

札 説 明 書 に よ る 。  

6   公 的 研 究 費 の 不 正 防 止 に か か る 「 誓 約 書 」 の

提 出 に つ い て  詳 細 は 入 札 説 明 書 に よ る 。  

7    S u m m a r y  

( 1 )    O f f i c i a l  i n  c h a r g e  o f  d i s b u r s e m e n t  o f  t h e  

p r o c u r i n g  e n t i t y : T e t s u o  F u j i i ,  E x e c u t i v e  

D i r e c t o r ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  

E d u c a t i o n  A g e n c y  



( 2 )    C l a s s i f i c a t i o n  o f  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  

p r o c u r e d :  7 8  

( 3 )    N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  s e r v i c e s  t o  b e  

r e q u i r e d :  F a c i l i t i e s  m a n a g e m e n t  o p e r a -  

t i o n s  a t  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  U n i v e r s i t y  1  

s e t  

( 4 )    F u l f i l l m e n t  p e r i o d :  F r o m  1  A p r i l  2 0 2 6  t o  

3 1  M a r c h  2 0 2 7  

( 5 )    F u l f i l l m e n t  p l a c e :  N a t i o n a l  F i s h e r i e s  

U n i v e r s i t y ,  N a t i o n a l  R e s e a r c h  a n d  D e -

v e l o p m e n t  A g e n c y ,  J a p a n  F i s h e r i e s  R e -

s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  A g e n c y  

( 6 )    Q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  

t e n d e r i n g  p r o c e d u r e s :  S u p p l i e r s  e l i g i b l e  

f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h e  p r o p o s e d  t e n d e r  

a r e  t h o s e  w h o  s h a l l :  

①  n o t  c o m e  u n d e r  A r t i c l e  1 2 - 1  a n d  1 3  o f  

t h e  r e g u l a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  c o n t r a c t  f o r  

J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  E d u c a t i o n  

A g e n c y ,  



②  h a v e  G r a d e  A  o r  B  o r  C  o r  D  “ M a n a g e m e n t  

a n d  M a i n t e n a n c e  o f  b u i l d i n g ”  i n  t e r m s  o f  

t h e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r t i c i p a t i n g  i n  

t e n d e r s  b y  J a p a n  F i s h e r i e s  R e s e a r c h  a n d  

E d u c a t i o n  A g e n c y  o r  S i n g l e  q u a l i f i c a t i o n  

f o r  e v e r y  m i n i s t r y  a n d  a g e n c y  i n  t h e  f i s c a l  

y e a r s  2 0 2 5 ,  2 0 2 6  a n d  2 0 2 7 .   

 ( 7 )    T i m e  l i m i t  f o r  t e n d e r :  1 1 : 0 0 ,  2 8  J a n u a r y  

2 0 2 6  

( 8 )    C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  M a s a n o r i  

N i s h i g o r i ,  P u r c h a s i n g  S u b s e c t i o n ,  A c -

c o u n t i n g  S e c t i o n ,  A d m i n i s t r a t i o n  O f f i c e ,  
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2 - 7 - 1 ,  N a g a t a  H o n m a c h i ,  S h i m o n o s e k i  c i t y ,  

Y a m a g u c h i ,  7 5 9 - 6 5 9 5 ,  J a p a n .  T E L  
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１．本業務の詳細な内容に関する事項 

 

（１）国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校の概要 

水産大学校は、水産に関する学理及び技術の教授及び研究を行うことにより、水産

業を担う人材の育成を図るために当該施設を設置している。 

 

①当該施設の名称及び所在地 

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校 

〒759-6595 山口県下関市永田本町二丁目７番１号 

 

②敷地面積他 

 

建物名 敷地面積 建面積 延面積 階高 

本館 

他６１棟 

 

211,844㎡ 

 

23,637㎡ 

 

46,085㎡ 

 

平屋建－４階建 

 

③建物平面図 

別添資料「平面図」のとおり 

 

（２）本業務の対象と内容 

 

①本業務の対象は以下の業務一覧のとおりとする。 

 

番号 

 

業 務 種 別 

 

別添資 

料番号 

１ 施設管理責任者業務 １ 

２ 施設管理業務 ２ 

 

②本業務の内容については､以下に掲げるとおりとする。 

（ア）施設管理責任者業務 

ａ業務の概要 

監督職員と連携を図り施設管理業務内の連絡、調整を行うとともに、警備保安

業務等からの校舎等の不具合等の連絡に対して迅速な対応を行うこと。 

ｂ業務の仕様 

仕様書 01 参照 

  （イ）施設管理業務 

ａ業務の概要 

水産大学校校舎等の建物・工作物及び機械類等の修繕・維持等による適正な施

設管理を行うこと。 

ｂ業務仕様 

仕様書 02 参照 

 

 

２．確保されるべき本業務の質に関する事項 

 

（１）本業務の質 
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本業務を通して、達成すべき質は、快適な施設利用を可能とするとともに、   

当該施設における執務、教育及び研究の円滑な実施を可能とすることである。 

 

①品質の維持 

本業務の不備に起因した水産大学校における執務、教育及び研究業務の中断回数 

（定量的な指標：０回） 

        ※執務、教育及び研究業務の中断とは、執務、教育及び研究業務が中段により目     

的が達成されない場合をいう。 

  ②安全性の確保 

本業務の不備に起因した水産大学校校舎内での人身事故又は物損事故の発生回数 

（定量的な指標：０回） 

  ③環境への配慮 

本業務遂行にあたって温室効果ガスの削減等環境への配慮に努めること。    

ただし、利用者の業務に支障の無いよう配慮すること。 

 

（２）各業務において確保すべき水準 

各業務における確保すべき水準は、別添仕様書 01～02 に定める内容とする。 

ただし、「仕様書」に定める内容については、法令に反しない限り改善提案を行うこ

とができる。 

 

 

（３）創意・工夫の発揮可能性 

本業務の実施に当たっては、次の観点から法令に反しない限り事業者の創意と工夫

を反映し、本業務の質の維持向上（包括的な質及び効率の向上、経費の削減、環境へ

の配慮等）に努めるものとする。 

 

①本業務の実施全般に対する質の確保に関する提案 

事業者は、本業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案

を行うことができる。 

②仕様書に定める実施方法に対する改善提案 

事業者は、各業務の仕様書に定める実施方法に対し、改善すべき提案がある場合は、

具体的な方法等を示すとともに、各業務において確保すべき水準が確保できる根拠

等を提案すること。なお、改善提案は入札価格に含むことが可能なものに限ること

とし、水産大学校のコスト負担になる改善提案は行わないものとする。 

 

（４）業務改善策の提出 

事業者は、次の場合、速やかに業務改善策を作成、提出し、水産大学校の承認を得な

ければならない。なお、事業者は、改善策の作成及び実施に当たり、水産大学校に対

して必要な助言、協力を求めることができる。 

 

①報告等の結果、本業務の質が確保されないことが明らかになり、水産大学校が業務

の改善が必要であると判断し、事業者にこれを求めた場合。 

②水産大学校が、本業務のモニタリング(質疑応答)を随時行い、契約及び業務の仕様

に照らして不適切であり、業務の改善が必要であると判断し、事業者にこれを求め

た場合。 
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３．費用負担等に関するその他の留意事項 

 

（１）消耗品等 

本業務を実施するにあたり必要な消耗品等については、別添仕様書 01～02 に定めの

ある他、以下のとおりとする。 

 

①学生及び施設利用者が使用する消耗品については、水産大学校の負担とする。 

②事業者が使用する消耗品や付属品については、事業者の負担とする。 

③事業者の業務に必要な消耗資材品等は、事業者の負担とする。 

④施設内設置の電話を事業者が業務上使用した場合の電話料金は水産大学校の負   

担とする。 

 

（２）光熱水費 

水産大学校は、事業者が本業務を実施するのに必要な電気・ガス・上下水道の使用

を無償とする。 

 

（３）法令変更による増加費用及び損害の負担 

法令の変更による事業者に生じた合理的な増加費用及び損害は、以下の①から③ま

でのいずれかに該当する場合には水産大学校が負担し、それ以外の法令変更による

場合については事業者が負担する。 

 

①本事業に類型的又は特別に影響を及ぼす法令変更及び税制度の新設 

②消費税その類似の税制度の新設・変更（税率の変更含む。） 

③上記①、②のほか、法人税その他類似の税制度の新設・変更以外の税制度の新設・変  

更（税率の変更含む。） 

 

 

４．実施期間に関する事項 

本業務の実施期間は、令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日までとする。 

 

 

５．事業者に使用させることができる水産大学校資産に関する事項 

 

（１）使用可能な施設 

本事業に関係する水産大学校の施設、設備等のすべて。 

 

（２）事務スペース等の借受け 

 

①事業者は、本業務及びこれに付随する業務を実施するため、水産大学校が指定する

事務スペース等を無償で借り受けることができる。 

②施設の使用を終了し、または中止した場合は、原状回復の上、直ちに水産大学校に

返還し、検査確認を受けなければならない。 

 

（３）使用目的の制限等 

 

①事業者は、上記（１）及び（２）の施設・設備等は、本業務及びこれに付随する業務

以外の目的で使用してはならない。 
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②事業者は、上記（１）及び（２）の施設・設備等を使用する際は、水産大学校の指示

に従い、善良な管理者の注意をもって適切に使用しなければならない。なお、万一、

施設・設備等に損害を与えた場合は、直ちに監督職員に報告し、その指示に従い、事

業者の負担において修復等を行うものとする。 

 

 

（４）機器等の持込み 

 

①事業者は、水産大学校の事務に支障を来たさない範囲において、本業務に必要な機

器・設備等を持ち込むことができるものとする。ただし、持ち込む場合には、事前に

水産大学校の承認を得なければならない。 

②上記①の機器・設備等については、適切に管理すること。 

③施設の使用を終了し、または中止した場合は、直ちに原状回復を行い、監督職員の

検査確認を受けなければならない。 

 

（５）使用に係る経費等 

 

①上記（１）及び（２）の施設・設備等については、無償で使用することができる。 

②上記（４）①の機器・設備等を設置するための経費及びこれらから生じる経費は、上

記４（２）に定める光熱水費を除き、原則事業者の負担とする。 

 

 

６．事業者が、水産大学校に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措

置その他の本業務の適正かつ確実な実施の確保のために講ずべき措置に関する事項 

 

（１）報告等 

 

①業務従事者名簿等の提出 

（ア）事業者は、本業務開始日までに施設管理責任者等を選任し、管理体制を書面に

て水産大学校に提出すること。 

（イ）事業者は、本業務開始日までに本業務に従事する者、本業務を行うに当たり必

要な資格を有する者の名簿を水産大学校に提出すること。 

（ウ）事業者は、施設管理業務に従事する者の配置予定表を監督職員に届け出ること。 

②業務計画書の作成と提出 

事業者は、各年度の本業務開始日までに年度毎の管理業務計画書を作成し、水産大

学校に提出すること。 

③業務報告書の作成と提出 

（ア）事業者は、業務の内容に応じて、水産大学校の指定する周期において業務報告    

書を作成し、監督職員に提出すること。 

（イ）事業者は、各年度終了後、当該年度に係る本業務の年間総括報告書を水産大学    

校に提出すること。 

（ウ）事業者は、万一、事故等が発生した場合は、迅速に対応するとともに、直ちに監

督職員に報告すること。 

 

（２）水産大学校による調査への協力 

水産大学校は、事業者による業務の適正かつ確実な実施を確保する必要があると   

認めるときは、事業者に対し、本業務の状況に関し必要な報告を求め、または事業
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者の事務所（または業務実施場所）に立ち入り、業務の実施状況または帳簿、書類そ

の他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。 

 

 

（３）指示 

水産大学校は、事業者による本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要が

あると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずべきことを指示することが

できるものとする。 

 

（４）秘密の保持 

事業者は、本業務に関して水産大学校が開示した情報等（公知の事実等を除く。）及

び業務遂行過程で作成した提出物等に関する情報を漏えいしてはならないものと

し、そのための必要な措置を講じなければならない。事業者（その者が法人である

場合にあっては、その役員）若しくはその職員その他本業務に従事している者また

は従事していた者は、業務上知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。 

 

（５）個人情報の取り扱い 

 

①基本的事項 

事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、本業務による事務を処理するための

個人情報の取り扱いにあたっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５９号）第７条

第２項の規定に基づき、個人情報の漏洩、滅失、改ざんまたはき損の防止その他の

個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

②取得の制限 

事業者は、本業務による事務を処理するために個人情報を取得する時は、あらかじ

め、本人に対しその利用目的を明示しなければならない。 

また、当該利用目的の達成に必要な範囲内で、適正かつ公正な手段で個人情報を   

取得するものとする。 

③利用及び提供の制限 

事業者は、監督職員の指示または承諾があるときを除き、個人情報を自ら利用し、

または提供してはならない。 

④複写等の禁止 

事業者は、監督職員の指示または承諾があるときを除き、本業務による事務を処理

するために水産大学校から提供を受けた個人情報が記録された資料等を複写し、ま

たは複製してはならない。 

⑤事案発生時における報告 

事業者は、個人情報の漏洩等の事案が発生し、または発生する恐れがあることを知

った時は、速やかに水産大学校に報告し、指示に従うものとする。本業務が終了し、

または解除された後においても同様とする。 

⑥管理体制の整備 

事業者は、本業務による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど

管理体制を定めなければならない。 

⑦業務従事者への周知 

事業者は、業務従事者に対し、在職中及び退職後においても本業務による事務に関

して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用し

てはならないなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 
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（６）業務の引継ぎ 

 

①事業者は、本業務が適正かつ円滑に実施できるよう必要に応じて前年度の本業務実

施事業者から業務開始日までに必要な引継ぎを受けなければならない。 

②本業務を実施する事業者の変更があった場合には、事業者は、変更後の事業者との

間で業務内容について適切に引継ぎを行わなければならない。この場合、業務引継

資料等を作成の上、水産大学校に文書及び電子媒体で業務終了日までに提出しなけ

ればならない。 

 

（７）契約に基づき事業者が講ずべき措置 

 

①業務の開始及び中止 

（ア）事業者は、締結された本契約に定められた業務開始日に、確実に本業務を開始    

しなければならない。 

（イ）事業者は、やむを得ない事由により、本業務を中止しようとするときは、あらか

じめ水産大学校の承認を得なければならない。 

②公正な取扱い 

（ア）事業者は、本業務の実施に当たって、当該施設利用者を具体的な理由なく区別

してはならない。 

（イ）事業者は、当該施設の利用者の取扱いについて、自らが行う他の事業の利用の

有無により区別してはならない。 

③金品等の授受の禁止 

事業者は、本業務において、金品等を受け取り、または与えてはならない。 

④宣伝行為の禁止 

事業者及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たって、自らが行う業務の宣

伝を行ってはならない。事業者及び本業務を実施する者は、本業務の実施の事実を

もって、第三者に対し、誤解を与えるような行為をしてはならない。 

⑤法令の遵守 

事業者は、本業務を実施するに当たり、適用を受ける関係法令等を遵守しなければ

ならない。 

⑥安全衛生 

事業者は本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理について、責任者を

定め、関係法令に従って行わなければならない。 

⑦記録・帳簿書類等 

事業者は、実施年度毎に本業務に関して作成した記録や帳簿書類を、委託事業を終

了し、または中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しなければ

ならない。 

⑧権利の譲渡 

事業者は、原則として本契約に基づいて生じた権利の全部または一部を第三者に譲

渡してはならない。 

⑨権利義務の帰属 

（ア）本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触するときは、事業

者は、その責において、必要な措置を講じなければならない。 

（イ）事業者は、本業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ水産大学

校の承認を得なければならない。 
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⑩再委託の取扱い 

（ア）事業者は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託してはならない。 

（イ）一の事業者では、本業務を実施できない場合は、あらかじめ入札参加グループ

を構成すること。 

（ウ）事業者は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行う場合は、原則    

としてあらかじめ企画書において再委託に関する事項（再委託先の住所、名称、

再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委

託先の業務履行能力並びに報告徴取その他業務管理方法）について記載しなけ

ればならない。【様式９】 

（エ）事業者は、本契約締結後、やむを得ない事由により再委託を行う場合には、再委    

託に関する事項（再委託先の住所・名称・委託する業務の範囲、再委託を行うこ

との合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴取その他業務管

理の方法）を明らかにした上で、水産大学校の承認を得なければならない。 

（オ）事業者は、上記（ウ）から（エ）により再委託を行う場合には、再委託先から必

要な報告を徴取することとする。 

（カ）上記の秘密の保持等、公正な取扱い、金品の授受の禁止、宣伝行為の禁止、水    

産大学校の契約によらない自らの業務の禁止等について、再委託先は、事業者

と同様の義務を負うものとする。また、事業者は、再委託先に遵守させるため

の必要な措置を講じなければならない。 

⑪業務途中における入札参加グループからの脱退 

代表事業者及び入札参加グループの参加事業者は、本業務を完了する日までは入札

参加グループから脱退することはできない。 

⑫業務途中における参加企業の破産又は解散に対する処置 

入札参加グループのうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合におい

ては、水産大学校の承認を得て、残存する参加事業者が共同連帯して当該参加事業

者の分担業を完了するものとする。 

ただし、残存する参加事業者のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存事業

者全員及び水産大学校の承認を得て、新たな構成員を当該入札参加グループに加入

させ、当該参加事業者を加えた入札参加グループが共同連帯して破産又は解散した

参加事業者の分担業務を完了するものとする。 

⑬契約解除 

水産大学校は、事業者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することがで

きる。 

（ア）偽りその他不正の行為により落札者となったとき 

（イ）本契約に従って本業務を実施できなかったとき、又はこれを実施することがで

きないことが明らかになったとき 

（ウ）上記（イ）に掲げるほか、本契約において定められた事項について重大な違反が

あったとき  

（エ）上記（２）による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条項による検査

を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚

偽の答弁をしたとき 

（オ）上記（３）による指示に違反したとき 

（カ）上記（４）に違反して業務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき 

（キ）暴力団の業務を統括する者又は従業員としていることが明らかになったとき 

（ク）暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明

らかになったとき 
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⑭契約解除時の取扱い 

（ア）上記⑬に該当し、契約を解除した場合には、水産大学校は事業者に対し、当該解

除の日までに本業務を契約に基づき実施した期間にかかる委託費を支給する。 

（イ）この場合、事業者は、契約金額の１００分の１０に相当する金額を違約金とし

て水産大学校の指定する期間内に納付しなければならない。 

（ウ）水産大学校は、事業者が上記（イ）の規定による金額を水産大学校の指定する期

日までに支払わないときは、その支払期限の翌日から起算して支払いのあった

日までの日数に応じて、年１００分の５の割合で計算した金額を延滞金として

納付させることができる。 

（エ）水産大学校は、契約の解除及び違約金の徴収をしてもなお損害賠償の請求をす

ることができる。 

（オ）事業者は、上記項目にかかわらず、事業者の責めに帰することができない事由

により、本業務の全部又は一部の実施が遅延したり、不能となったりした場合

は責任を負わない場合がある。 

この場合、水産大学校と協議をするものとする。 

⑮委託内容の変更 

水産大学校及び落札事業者は、本件業務の質の向上の推進、またはその他やむを得

ない事由により本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を

書面によりそれぞれの相手方に提出し、それぞれの相手方の承諾を得なければなら

ない。 

⑯設備更新の際における事業者への措置 

実施期間中に設備が更新される際は、更新機器について事業者へ通知するとともに、

契約変更を行う場合がある。 

⑰契約の解釈 

本契約に関して疑義が生じた事項については、その都度、事業者と水産大学校が協

議するものとする。 

⑱環境対策・防災対策等への提案 

事業者は、業務の履行を通じて、環境対策や防災対策等に関して提案があれば、任      

意の書式で意見を提出することができる。 

 

 

７．事業者が本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の賠

償に関し契約により当該事業者が負うべき責任に関する事項 

事業者またはその職員その他の本業務に従事する者が、故意または過失により、第三

者に損害を加えた場合は、次に定めるところによるものとする。 

 

（１）水産大学校が、当該第三者に対する賠償を行ったときは、水産大学校は事業者に対

し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について水産大学校の責め

に帰すべき理由が存する場合は、水産大学校が自ら賠償の責めに任ずべき金額を超

える部分に限る。）について求償することができる。 

 

（２）事業者が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等に基づき、当該第三者に対す

る賠償を行った場合であって、当該損害の発生について水産大学校の責めに帰すべ

き理由が存するときは、事業者は水産大学校に対し、当該第三者に支払った損害賠

償額のうち自ら賠償の責めに任ずべき金額を超える部分について求償することがで

きる。 
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８．その他本業務の実施に関し必要な事項 

 

（１）水産大学校の検査・監督体制 

本契約に係る検査・監督体制は次のとおりであり、検査・監督は、理事（水産大学校

代表）が、自らまたは補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によって行

うものとする。 

 

①  検査職員 

校務部管理課長 

②  監督職員 

校務部会計課施設係長 

 

（２）事業者が負う可能性のある主な責務等 

 

①会計検査 

事業者は、本業務が会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第 23 条第 1 項第 7 号

に規定する「事務若しくは業務の受託者」に該当し、会計検査院が必要と認めると

きは、同法第 25 条及び第 26 条により、会計検査院の実地検査を受け、又は同院か

ら直接若しくは水産大学校を通じて、資料・報告等の提出を求められ、若しくは質

問を受ける場合がある。 

 



様式１

１．入札参加者及び担当者等

     （ｃ）担当者の連絡先は、電話番号、ＦＡＸ番号及びメールアドレスを記載すること。

国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校施設の管理業務企画書

■　（ａ）入札参加者が法人の場合は、法人名、所在地、代表者の氏名及び担当者の氏名並びに連絡先を記載するこ
             と。

     （ｂ）入札参加グループの場合は、代表事業者（法人の場合は、法人名、所在地、代表者の氏名及び担当者の
　　　　 氏名並びに連絡先）及びグループ事業者（法人の場合は、法人名、所在地及び代表者の氏名）を記載する
          こと。また、入札参加グループ結成に関する協定書（又はこれに類する書類）の写しを添付すること。



様式２

２．各業務の実績

（１）施設管理責任者業務

業務名 発注者 時期 業務内容（簡潔に記載） 施設規模 請負金額等

（２）施設管理業務

業務名 発注者 時期 業務内容（簡潔に記載） 施設規模 請負金額等

※表の枠が不足する場合は適宜追加すること。

■　本実施要項１．（２）で示す業務毎に過去５年間（令和３年度～令和７年度）の実績（類似する役務を含む）を記載すること。
　　 ただし、既に履行された実績にあっては適正に履行されたものに限ることとし、現在履行中の実績にあっては企画書提出日
　　 現在において適正な履行が確保されているものに限ることとする。



様式３

３．本業務実施の考え方

■　本実施要項１．（２）で示す業務毎の年次計画（現在の実施事業者からの業務引継ぎ期間を含む）、本業務を
　　 確実に実施するための基本的な方針、業務全般において特に重視するポイント等を記載すること。



様式４

４．業務毎の実施体制及び業務全体の管理方法、並びに法的資格等を有する者等の配置

■　本実施要項１．（２）で示す業務毎に実施体制及び業務全体の管理方法、各業務で必要とする法定資格等
　　 を有する者及び条件を満たす者の配置を記載すること。また、必要とされる資格を証明する書類の写しを添付
　　 すること。



様式５

５．本業務の実施全般に対する質の確保に関する提案

■　（ａ）本業務の実施全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等の提案を記載すること。
　　　　  なお、その実施についての具体的な方法、計画等を明記するとともに、質の向上が図られていることが
          分かるよう記載方法に留意すること。

　 　（ｂ）当該提案が実施可能な体制を記載すること。なお、様式４にて当該体制の説明に代えることができるが、
　　　　  本様式にその旨を記載すること。



様式６

６．仕様書に定める実施方法に対する改善提案（総括表）

（１）施設管理責任者業務 提案の有無 有 無

業務項目
※既存の仕様書類に定める項目を明記

（２）施設管理業務 提案の有無 有 無

業務項目
※既存の仕様書類に定める項目を明記

※表の枠が不足する場合は適宜追加すること。

■　各業務の仕様書に定める実施方法に対して改善提案を行う場合は、改善を行う業務の項目と提案の概略を整理すること。
      改善提案は入札価格に含むことが可能なものに限ることとし、水産大学校のコスト負担になる改善提案は行わないこと。
　　 なお、下記に改善提案がない業務項目については、水産大学校が提示する各業務において確保すべき水準として定める各
　　 業務の仕様書に基づいて業務を行うものとする。

提　案　の　概　略

提　案　の　概　略



様式７

７．仕様書に定める実施方法に対する改善提案（各業務）

業務名：

※様式６の（１）～（2）の業務名を記載すること。

（１）改善提案を行う業務項目及び提案の概略

※様式６で記載した業務項目及び提案の概略を転記すること。

（２）改善提案を行う理由

※改善提案を行う理由（質の向上、コスト削減等）を簡潔に記載すること。

※改善提案の内容及びその効果を具体的かつ簡潔に記載すること。

（４）改善提案の実施体制

（５）現行水準の確保に対する説明

（３）改善提案の具体的な内容（実施方法、計画等を含む）、提案による質の向上効果又はコストの
　　 削減効果（あるいはその両方）

※当該改善提案が実施可能な体制を記載明記すること。なお、様式４にて当該体制の説明に
   代えることができるが、本様式にその旨及び当該提案による実施体制の増減を記載すること。

※当該改善提案を実施しても仕様書に示す現行水準レベルの質の維持が確保されることを
   具体的かつ簡潔に記載すること。

※改善提案は入札価格に含むことが可能なものに限ることとし、水産大学校研究所のコスト負担になる
　改善提案は行わないこと。



様式８

８．緊急時の体制及び対応方法

■　緊急時（本業務の実施に当たり、通常の業務実施が困難になる事故・事象が生じた場合）のバックアップ体制
　　 と対応方法を具体的に記載すること。



様式９

９．再委託に関する事項

業務名：

※本実施要項１．（２）で示す業務名を記載すること。

再委託先の住所及び名称
再委託を行うことの
合理性及び必要性

再委託先の業務履行能力並びに
報告徴収その他業務管理方法

※表の枠が不足する場合は適宜追加すること。

（注）本契約締結後、やむを得ない事由により再委託を行う場合には、再委託に関する事項（再委託先の住所、名称、再委託先に委
託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の業務履行能力並びに報告徴収その他業務管理方法）を明ら
かにした上で、水産大学校の承認を得なければならない。

再委託する業務の範囲



１．  　暴力団による不正な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する

暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者でない

こと。なお、法人にあっては、その役員のうちに該当する者がないこと。また、その者の親会社等

（その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものをいう。）がこれらに該当する

者でないこと。

２． 　暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者がその事業活動を支配する者で

ないこと。また、その者の親会社等がこれに該当する者でないこと。

３． 　暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。

令和　　年　　月　　日

国立研究開発法人水産研究・教育機構

　　　　　　　　　理事（水産大学校代表）　殿

（郵便番号　　　　　　　　　　）

入札参加事業者 住　　　所

電話番号

商　　　号
又は名称

氏　　　名 印
（法人にあっては、代表者役職・氏名）

法定代理人

氏　　　名 印

様式１０
暴力団排除に関する誓約書

 　当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、「国立研究開発法人水産研究・教
育機構水産大学校施設の管理・運営業務」の入札に参加するに当たり、下記の事項を誓約しま
す。

　 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなって
も、異議は一切申し立てません。

記



 
 
 
 
 
 

０１．施 設 管 理 責 任 者 業 務 

 

仕 様 書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



仕様書 

 

 

１．件  名  施設管理責任者業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の施設管理業務において、監督職員と連帯を図り、警備保安業務からの連

絡を受け、本校の設備の不具合等の連絡に対し迅速な対応を行う。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

４．業務概要 

 （１）勤務時間及び勤務日 

   ① 勤務時間 ８：３０～１７：１５ 

 

      ② 勤 務 日  月曜日から金曜日 

          ただし、祝日及び年末年始の休日（１２月２９日～１月３日）を除く。 

          なお、上記勤務時間及び勤務日外であっても、警備保安業務からの警

報発報・施設異常の連絡を受け対応を行うことがある。 

 

 （２）業務の内容 

施設管理業務を円滑に遂行するために、施設管理業務を行う者の中から施設管理責

任者１名を定め、監督職員との連絡調整にあたること。 

     なお、複数の事業者で構成されるグループ（以下「入札参加グループ」という。）で

参加する場合の施設管理責任者は代表事業者から選出すること。 

 

① 施設管理責任者は、警備保安業務からの警報発報・施設異常の連絡を受け、必要

な措置を講ずること。 

 

      ② 監督職員の指示に従い、当初契約時に実施期間全体の業務計画書を作成し、監督

職員に提出する。 

      ③ 施設管理責任者は、監督職員と密接な連絡のもとに作業を実施し、作業完了後は

業務全般にわたる内容を記載した報告書を作成し、業務報告書として提出する

こと。 

      ④ 施設管理業務に付随する、法律及び条例等に定められた報告書または資料等の



作成を行うこと。 

      ⑤ 施設管理責任者は、施設管理業務について、業務の手順や具体的な作業の方法な

どを定めた管理マニュアル等の立案と更新を行うこと。 

 

 

５．そ の 他  詳細については監督職員の指示に従い、迅速かつ的確に行うものとする。 

 



 

 

 

 

 

 

０２．施 設 管 理 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



水産大学校施設の管理業務 業務一覧 

 

 

○ 施設管理責任者業務 

 

 

○ 施設管理業務 

① 常駐施設管理業務 

② 自家用電気工作物保安管理業務 

③ 機械棟及び図書館空調設備保全業務 

④ 流量等測定業務 

⑤ 水道技術管理者業務 

⑥ 専用水道水質検査業務 

⑦ 交換電話設備保守業務 

⑧ 自動ドア定期保守点検業務 

⑨ 空気環境測定業務 

⑩ ダムウエーター法定点検業務 

⑪ 共同研究棟昇降機保守点検業務 

⑫ レジオネラ菌検査業務 

⑬ 受水槽及び高置水槽清掃業務 

⑭ 浄化槽法定検査 

⑮ 水質分析業務 

⑯ 煤煙測定業務 

⑰ 非常用自家発電設備法定点検業務 

⑱ 海水取水管路清掃 

⑲ 蒸気原動機サイクル実験設備ボイラー点検・整備 

⑳ 食品加工実習工場ボイラー他点検整備 

㉑ 消防用設備保守点検業務 

㉒ 講義棟及び多目的学生教育棟昇降機保守点検業務 

 



 

 

 

 

 

 

① 常 駐 施 設 管 理 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  常駐施設管理業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の建物・工作物及び機械類等の修繕・維持等による適正な施設管理を目的

とし、下記により業務を遂行のこと。 

 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

（１）常駐施設管理業務従事者の必要とする免許・要件等 

      ①２級ボイラー技士免許 

     ②危険物取扱者乙種第４類 

    ③第一種電気工事士または第二種電気工事士 

     ④健康かつ業務に支障がない者  

    ⑤上記の免許等は、本校の設備運用に必要な場合、関係官署に届出を行い業務に 

あたることとする。 

（２）業務の形態及び業務時間帯等 

       ①常時２名を配置とする。 

 

      ②業務時間  ８：３０～１７：１５ 

   

  ③ 勤 務 日  月曜日から金曜日 

          ただし、祝日及び年末年始の休日（１２月２９日～１月３日）を除く。 

 

④その他、勤務時間帯以外においても業務を行うことが必要と認められ、本校 

    が指示したとき。 

（３）常駐施設管理業務従事者の主要配置場所等 

        ①主要配置場所は、機械棟２階監視室または本館１階校務部会計課とする。 



        ②業務遂行上校内各所への移動が必要となるが、その場合の連絡方法（携帯電話

等）を受注者で確保のこと。 

（４）業務の報告等 

       毎日行った業務についての報告書を施設管理責任者へ提出し確認を受けるこ

と。 

（５）業務の内容 

       ①警報設備の監視・現場確認・応急処置・修繕等 

      ②機械器具等の軽微な故障修理 

      ③屋上ルーフドレン・屋内外排水管の修理及び清掃 

     ④消耗部品の交換（蛍光管・パッキン類等） 

    ⑤危険物荷役時の立会 

    ⑥空調及び換気設備のフィルター清掃 

    ⑦工事及び役務時の現場案内・立会（監督業務を除く）・協力 

    ⑧指定部分の解錠・施錠 

    ⑨空調設備の運転 

    ⑩食品加工実習時の圧力容器他運転及び点検 

    ⑪構内危険箇所等の巡視点検 

     ⑫処理施設運転業務の管理監督 

     ⑬工事等の提案及び意見具申等 

    ⑭プール稼働時の薬剤投入 

    ⑮水質検査のための採水 

    ⑯校内剪定（アベリア、受水槽・薬品庫にかかる植物、廃水処理棟付近の竹林、  

その他本校が指定する箇所） 

     ⑰その他、施設管理責任者が指示した施設管理業務 

 

４．処理施設運転業務 

（１）下記の作業要領により業務を行うこと。  

       ①浄化槽維持管理作業要領（別紙１） 

       ②廃棄物処理施設維持管理作業要領（別紙２） 

（２）作業を行う者は、１の常駐施設管理業務従事者の監督下で作業を行うものとする。 

 

５．業務遂行上の注意事項 

（１）業務にあたって、本校の定める施設等管理規程等の関係規程を遵守のこと。 

（２）業務を遂行するにあたり、施設管理責任者と十分な連絡を取り行うこと。 



 

６．提出書類 

 常駐施設管理業務従事者の履歴書（写真貼付）及び各免許等の写し。 

 

７．その他 

  仕様に明記のない点は、施設管理責任者の指示による。 

  



別紙１ 

 

浄化槽維持管理作業要領 

 

 

 合併処理浄化槽及び汚水中継槽の維持管理を下記により行うこと。 

 

 

記 

 

１．対象施設 

    ①本校合併処理浄化槽   鉄筋コンクリート製処理槽   

接触ばっ気 ３２０人槽（７０㎥／日）一槽 

   ②学生寮合併処理浄化槽   ＦＲＰ製処理槽  

接触ばっ気 ３００人槽（６０㎥／日）一槽 

③汚水中継槽   鉄筋コンクリート製 一槽 

 

２． 各浄化槽の維持管理点検を毎週１回行うこと。点検時にはスクリーンの清掃及び消毒

剤の補充を行うこと。 

 

３． 各浄化槽の水質検査を毎月１回行うこと。検査項目は、ＰＨ・ＢＯＤ・ＳＳ・大腸菌群 

数とする。 

 

 

４．附属機器類の点検を行うこと。Ｖベルト・油脂等の消耗品については受注者負担とする。 

 

５．汚水中継槽については、毎月１回点検を行うこと。 

 

６．浄化槽の異常発生時には、定期の点検以外の場合であっても受注者において速やかに対 

応処理のこと。 

 

７．発生汚泥については、各対象施設でそれぞれ年１回必要月に引き抜きのこと。ただし、

２回目以降の汚泥引き抜きが必要となった場合は別途とする。 

 

８．浄化槽の維持管理簿を備え、点検毎に作業の内容を記録のこと。 

 

９．浄化槽法・廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき管理作業を行うこと。 

 

10．作業要領に明記のない点は、施設管理責任者の指示による。 

 



別紙２ 

 

廃棄物処理施設維持管理作業要領 

 

 

 廃棄物処理施設の維持管理を下記により行うこと。 

 

 

記 

 

１．対象施設 

①処理方式   中和処理及び凝集沈殿 

 ②処理能力   日平均汚水量１００㎥／日 

 

２．処理水の流量について点検及び調整を行うこと。 

 

３．スクリーン及び槽内壁面汚損部分の清掃を行うこと。 

 

４．酸・アルカリ薬品・凝集剤の薬品の補充を行い、薬注量を調整のこと。 

 

５．ＰＨ調節器の点検を行うこと。ＰＨ計の校正を含む。 

 

６．水位制御レベルスイッチの作動確認を行うこと。 

 

７．附属機器類の点検・整備を行うこと。Ｖベルト・油脂等の消耗品については受注者負担

とする。 

 

８．水質検査を毎月１回行うこと。検査項目は、ＰＨ・ＣＯＤ・ＢＯＤ・ＳＳ・大腸菌群数・ 

ノルマルヘキサン抽出物とする。 

 

９．電気機器の絶縁測定を毎月１回行うこと。 

 

10．処理施設の異常発生時には、定期の点検以外の場合であっても受注者において速やかに 

対応処理のこと。 

 

11．発生汚泥については、年１回必要月に引き抜きのこと。ただし、２回目以降の汚泥引き 

抜きが必要となった場合は別途とする。 

 

12．処理施設の維持管理簿を備え、点検毎に作業の内容を記録のこと。 

 

13．廃棄物処理及び清掃に関する法律に基づき管理作業を行うこと。 

 

14．作業要領に明記のない点は、施設管理責任者の指示による。 

 



 

 

 

 

 

 

②自家用電気工作物保安管理業務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  自家用電気工作物保安管理業務 

 

２． 業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。） 

の自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業

務を目的とし、下記により業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

山口県宇部市大字小野８３１９－２ 

水産大学校 小野臨湖実験実習場 

 

４．業務概要 

  

  （１）別紙に掲げる対象電気工作物の維持及び運用について、下記の定期的な点検、測定 

及び試験を行い、経済産業省令で定める技術基準等に適合しない事項又はその他 

必要な事項がある場合は、指導又は助言を行うこと。 

  （２）電気工作物の設置又は変更の工事について、工事期間中に毎週１回以上の点検、設 

計の審査及び竣工検査を行い、指導又は助言を行うこと。   

  （３）自家用電気工作物に事故が発生した場合(絶縁監視装置を設置する事業場において 

警報を受信した場合等)又は発生する恐れがある場合、必要に応じ臨時点検を行 

い、応急措置を指導するとともに、再発防止についてとるべき措置の指導又は助言 

を行うこと。なお、電気事業法第１０６条に定める電気事故報告を行う場合はその 

作成及び手続きの指導を行うこと。  

 （４）電気事業法第１０７条第３項に定める立ち入り検査の立会を行うこと。 

  （５）点検区分                                                         

        ア．月次点検                                                      

            自家用電気工作物の運転・保安の状況について毎月１回（絶縁監視装置を設 

置する事業場については隔月１回）行うこと。          

        イ．年次点検                                                      

            自家用電気工作物の運転を停止させ、毎年１回行うこと。            

  （６）点検項目                                                         



        ア．月次点検                                                      

           ①変圧器バンクごとの電圧、電流及び漏洩電流の測定を行うこと。  

            ②引込線及び構内電線路                                        

１）引込線、架空線の他の建物・植物との離隔距離、たるみ、損傷等の有 

無を点検。                          

２）電柱、支持物等の損傷、傾斜、腐朽、脱落等の有無を点検。   

            ③遮断器・開閉器類                                         

              １）異音、異臭、漏油等の有無を点検。                      

              ２）各機構部の損傷、変形、腐食の有無を点検。              

              ３）ブッシングの汚損、き裂、端子部の変色、過熱等の異常の有無を点検。                     

              ４）接地線の緩み、損傷及び断線の有無を点検。              

            ④変成器                                                   

              １）異音、異臭及び異常振動の有無を点検し、異常がある時は原因を調査す 

    る。                                        

              ２）汚れ、損傷、き裂、過熱、変色、漏油等の異常の有無を点検。 

              ３）接地線の緩み、損傷及び断線の有無を点検。              

            ⑤高圧機器                                                 

１）異音、異臭及び異常振動の有無を点検し、異常がある場合は過電流等の 

有無を調査する。                            

             ２）碍子の汚損、き裂及び取付ボルトの脱落等の有無を点検。  

              ３）端子、ヒューズ筒（接触部）の過熱及び変色の有無を点検し、異常があ 

る場合は原因を調査する。                      

            ⑥受・配電盤                                               

              １）扉開閉の良否及び施錠の有無を点検。                    

             ２）汚損、損傷、変形、き裂、塗装の剥離及び錆の有無を点検。 

             ３）ボルトの緩みを点検し、緩みがある場合は増締めする。     

              ４）雨水、塵埃等の浸入状態を点検。                        

            ⑦継電器                                                   

               動作表示を点検し、動作表示がある場合は原因を調査し復帰する。 

            ⑧危険標識等                                               

               標識の汚損及び取り付け状態の点検。                        

            ⑨受電室（キュービクル含む）等                             

１）出入口の開閉の良否及び施錠の有無、柵の損傷、変形、き裂等の有無を 

点検。                                    



              ２）雨水、塵埃の浸入状態を点検。                          

            ⑩絶縁監視装置                                             

              １）汚れ、損傷、変色等の有無の点検。                      

              ２）配線及び端子部の損傷、緩みを点検し、緩みがある場合は増締めを行う。                                         

            ⑪接地装置                 

１）各機構部の損傷、変形、腐食及びボルトの緩みの有無を点検。 

              ２）接地線の緩み、損傷及び断線の有無を点検。              

            ⑫予備蓄電池装置                                           

              １）損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検。                    

             ２）電解液面を点検し、最高・最低液面線内にあることを確認する。                                                 

              ３）端子の緩みの有無を点検。                              

            ⑬太陽光発電設備                                           

              １）モジュールの汚れ、損傷、変形の有無を点検。            

              ２）架台の変形、錆、損傷及び架台へのモジュール取付部の緩みの有無を点 

検。                                        

              ３）配線の損傷の有無を点検。                              

              ４）接地線の断線、損傷及び接地端子の緩みの有無を点検。    

              ５）パワーコンディショナー外箱の腐食、損傷及び据付ボルト等の緩みの有 

無を点検。                                  

              ６）動作時の異音、異臭の有無を点検。                      

              ７）換気口フィルタの汚れ、目詰まり等を点検し、汚れ等がある場合は清掃 

する。                                         

        イ．年次点検                                                      

            ①変圧器バンクごとの電圧、電流及び漏洩電流の測定及び絶縁抵抗測定を行 

うこと。                                              

            ②引込線及び構内電線路                                        

１）引込線、架空線の他の建物・植物との離隔距離、たるみ、損傷等の有無 

を点検。                                         

              ２）電柱、支持物等の損傷、傾斜、腐朽、脱落等の有無を点検。   

            ③遮断器・開閉器類                                           

１）各機構部の損傷、変形、腐食、過熱、錆、変形等の異常の有無を点検。                                                

２）各締付け部（ボルト、端子等）の緩みの有無を点検し、緩みがあれば増 

締めを行う。また、汚れがある場合には清掃する。   

３）操作機構の手動又は電動による入・切操作、作動及びマイクロスイッチ 



の作動及び復帰機能の良否を点検。                 

              ４）接地線の損傷、断線及び変色の有無を点検し、変色の異常があれば原因 

を調査する。                                     

            ④変成器                                                   

１）外部の汚れ、き裂、変形及び変色の有無を点検し、変色の異常がある場 

合は原因を調査する。                        

２）ボルト緩みの増締めを行い、端子部又は鉄心の錆、汚れ等がある場合は 

清掃を行う。                                

            ⑤高圧機器                                                 

１）外部本体及び付属品の汚れ、緩み、塗装の剥離及び錆の有無  

  を点検し、取付部に緩みがある場合は増締めを行い、錆及び汚れがある場 

  合は清掃する。                            

２）ブッシング（端子部）及び碍管の汚れ、損傷、緩み及び過熱変色の有無 

を点検。                                    

３）接地線の緩み（端子、接続部）、断線及び端子部の変色の有無を点検し、 

緩み部の増締めを行う。なお、変色等の異常がある場合は原因を調査す 

る。                            

              ４）防振装置（ゴム、スプリング等）の劣化の有無を点検。    

            ⑥受・配電盤                                               

              １）受・配電盤の汚れ、損傷、錆、変色等の有無を点検。      

             ２）扉の開閉の良否及び施錠の有無を点検。                  

              ３）ボルトの緩みを点検し、緩みがある場合は増締めする。    

              ４）内部配線、接地線及び端子部の損傷、過熱及び断線の有無を点検。                                               

              ５）盤内収納機器、計器類、仕切板、取付金具、床上等に付着した塵埃の清 

掃を行う。                                  

              ６）端子、配線符号（マークキャップ、端子番号等）の損傷及び脱落の有無 

を点検する。                                

            ⑦継電器                                                   

１）汚れ、錆及び損傷の有無を点検し、端子の緩みの増締めを行い、汚れが 

ある場合は清掃する。                        

２）内部（コイル内部、配線、部品）の汚れ、損傷及び主補助接点の荒れの   

有無を点検し、端子及びボルト緩みの増締めを行う。                                                 

３）保護継電器の試験は、製造者の示す動作特性試験点で行い継電器単体 

の良否を判定する。                            



            ⑧危険標識等                                               

               標識の汚損及び取り付け状態の点検。                        

            ⑨受電室（キュービクル含む）等                             

１）出入口の開閉の良否及び施錠の有無、柵の損傷、変形、き裂等の有無を  

点検。                                   

２）雨水、塵埃の浸入状態を点検。                         

３）危険標識等標識の汚損及び取り付け状態の点検。                        

            ⑩絶縁監視装置                                             

              １）汚れ、損傷、変色等の有無の点検。                     

              ２)配線及び端子部の損傷、緩みを点検し、緩みがある場合は増締めを行う。                                      

              ３）検出電流、動作時限等の設定確認を行う。               

              ４）テストスイッチを押し、ランプの点灯（ブザー鳴動）を確認する等動作 

テストを行う。                           

５）リセットスイッチを押し、注意・警告ランプの消灯を確認する等復帰テ 

ストを行う。                             

              ６）接地線の抵抗値の確認を行う。                         

              ７）搬送信号の確認を行う。                               

              ８）警報情報が管理センターへ正常に転送されたことの着信確認を行う。                                          

              ９）絶縁監視装置の試験は、製造者の示す動作特性試験点で行い絶縁監視 

装置単体の良否を判定する。                 

            ⑪接地装置                                                

１）各電気室の高圧機器（低圧機器）外箱、変圧器の２次側電路、避雷 

器において接地抵抗測定を行う。               

              ２）接地線の緩み、損傷及び断線の有無を点検。             

           ⑫予備蓄電池装置                                          

１）電槽、ふた、各種栓体、パッキン等に変形、損傷、き裂及び漏液の 

有無を点検。                                

２）電解液面を点検し、最高・最低液面線内にあることを確認する。      

３）架台、外箱に著しい変形、損傷及び腐食の有無を点検する。 

４）蓄電池の転倒防止枠、緩衝材、アンカーボルト等に変形及び損傷の  

有無を点検し、緩み部の増締めを行う。         

       ５）蓄電池端子と配線及び全セルの蓄電池間の接続部に発熱、焼損及び 

腐食の有無を点検し、接続部緩みの増締めを行う。 

            ⑬太陽光発電設備                                          



             １）モジュールの汚れ、損傷、変形の有無を点検。           

              ２）架台の変形、錆、損傷及び架台へのモジュール取付部の緩みの有無を点 

検。                                  

３）配線の損傷の有無を点検。                                                      

４）接地線の断線、損傷及び接地端子の緩みの有無を点検。   

              ５）パワーコンディショナー外箱の腐食、損傷及び据付ボルト等の緩みの有 

無を点検。                               

              ６）動作時の異音、異臭の有無を点検。                     

              ７）換気口フィルタの汚れ、目詰まり等を点検し、汚れ等がある場合は 

清掃する。                                   

         ウ．点検結果については、報告書を作成し、施設管理責任者に提出すること。                 

   （７）絶縁監視装置                                                  

          別紙に掲げる対象電気工作物のうち絶縁監視装置の欄に○印のついた事業場 

については、受注者の責任において絶縁監視装置を設置し、これを維持管理する

こと。                                        

  （８）停電監視機能がついた装置 

       別紙に掲げる対象電気工作物のうち停電監視機能がついた装置の欄に○印の 

ついた事業場については、受注者の責任において停電監視機能がついた装置（ま 

たは、停電監視機能がついた絶縁監視装置）を設置し、これを維持管理すること。  

   （９）保安業務担当者の資格等                                        

           本業務を担当する者は、電気事業法施工規則に定める要件に適合する者をある 

こと。                                             

   （10）経済産業局への申請・届出                                      

           受注者は、契約締結後、速やかに保安管理業務外部委託承認申請書等すべての

書類を作成し、中国四国産業保安監督部に提出すること。  

（11）作業終了後は、施設管理責任者に報告すること。 

 

５．そ の 他  仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者及び監督職員と協議

の上決定することとする。 

 



（別紙）

事業場名称

区分

（※１）詳細
三学科共用実験棟 二学科共用実験棟

電気室 電気室

（※２）詳細

停電監視機能がつい
た 装 置

〇 － － － －

－

－ －太陽光発電設備数 ２（※２） － －

絶 縁 監 視 装 置

隔月１回点 検 回 数

小野臨湖実験実習場 耕洋丸陸電設備 天鷹丸陸電設備

－ ○ ○ －

水産大学校 学生寮

３７５kＶＡ

山口県下関市永田
本町二丁目７番１号

毎月１回 毎月１回

６（※１） １ １ １

隔月１回

083-234-4197

山口県宇部市大字
小野8319-2

0836-64-2027

山口県下関市岬之
町18街区

083-232-5192

山口県下関市岬之
町30

１

６．６kＶ

－

３００kＶＡ

２ －

６．６kＶ

－ －

２００kＶＡ

６．６kＶ ６．６kＶ ６．６kＶ

１２５kＶＡ

３２５ｋＶＡ ８００ｋＶＡ

所 在 地

電 話 番 号

需 要 設 備 容 量

受 電 電 圧

083-286-5111

非常用予備蓄電池数

山口県下関市永田
本町二丁目７番１号

083-286-5111

定 格 容 量 ５．５kW ５．５kW

設 置 場 所 講義棟渡廊下

講義棟電気室

８００ｋＶＡ

建 物 機械棟電気室 図書館電気室

需 要 設 備 容 量 ５７５ｋＶＡ ３５０ｋＶＡ １，４００ｋＶＡ

舶用機械総合実験棟

自家用電気工作物保安管理業務対象電気工作物

受 変 電 設 備 数

４，２５０kＶＡ（※１）

毎月１回

共同研究棟電気室



 

 

 

 

 

 

③機械棟及び図書館空調設備保全業務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  機械棟及び図書館空調設備保全業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

において、機械棟及び図書館に設置の空調設備機器（吸収式冷温水発生機

及び付属機器）の保全業務を行うことを目的とし、下記により業務を遂行

のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

（１）対象吸収式令温水発生機 

     ①機械棟 ＱＡＷ－１３０Ｆ１Ｋ１Ｐ ２基 

②図書館 ＳＵＷ－ＦＫ６０Ｅ １基 

 （２）季節切替整備点検作業 

    ア．吸収式冷温水発生機及び付属機器（ポンプ類・エアーハンドリングユニ 

ット・クーリングタワー）について、季節切替点検整備を行うこと。 

イ． 空調機稼働期間（概ね冷房７月～９月、暖房１２月～３月）の事前（概 

ね６月中旬頃・１１月中旬頃）に作業を完了し、作業後直ちに運転可能な   

状態とすること。 

  （３）季節切替点検整備 

     ア．吸収式冷温水発生機整備 

       ①吸収液液質・液量の点検調整（冷房期のみ） 

        ②抽気装置の点検整備 

        ③操作盤及び本体の季節切替操作 

        ④インターロックの試験 

        ⑤冷却水系温度設定及び動作の確認 

        ⑥煙管・燃焼室・燃焼装置及び火炎検出器の点検整備 

        ⑦燃焼調整及び比例制御機器の点検整備 

        ⑧試運転を行い総合運転動作の確認 



     イ．エアーハンドリングユニット点検 

       機械棟 年２回（概ね６月・１１月） 

       図書館 年４回（概ね６月・８月・１１月・１月） 

 

        ①ファン用モーター及びベルトの点検整備 

        ②プレフィルターの清掃 

      ウ．クーリングタワー点検 

        年２回（概ね６月・１１月） 

① タワーの清掃・水張り 

② ファン用モーター及びベルトの点検整備 

         エ．ポンプ類の整備（冷温水１次・２次ポンプ・冷却水ポンプ） 

                １）機械棟 

          ※冷温水ポンプは年２回（概ね６月・１１月） 

          ※冷却水ポンプは冷房期２回（概ね６月・９月） 

          ２）図書館 

           ※冷温水ポンプは年４回（概ね６月・８月・１１月・１月） 

          ※冷却水ポンプは冷房期２回（概ね６月・９月） 

         ①ポンプグランド部分の点検調整 

③ モーターの絶縁測定 

     （４）冷却水系ブラシ洗浄を暖房期に行うこと。 

       機械棟 ※年１回（概ね１１月） 

    （５）定期点検整備作業 

       ア．空調稼働期間の冷房期及び暖房期について、点検整備を行い、総合的 

に機器類の正常稼働を確認すること。 

        機械棟 各期に２回 

        （概ね冷房期は８月・１１月及び暖房期は６月・２月） 

                図書館 各期に１回 

        （概ね冷房期は８月及び暖房期は１月）  

イ．各期点検時に機器類の状況に応じて、必要な清掃を行うこと。 

なお、部品交換を必要とする工事等が発生した場合は別途とする。 

     （６）緊急点検整備作業 

         空調設備機器の異常及び不調時に連絡を受けた場合は、速やかに担当者 

を派遣し、緊急点検整備作業を行い、設備機器の復旧に当たること。なお、 

部品交換を必要とする工事等が発生した場合は別途とする。 



     （７）必要な消耗品・パッキン類については、受注者の負担とする。 

（８）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、点検結果報告書を施設管理   

責任者へ提出すること。 

 

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす   

る。 



 

 

 

 

 

 

④ 流 量 等 測 定 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  流量等測定業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

において、水質汚濁防止法第４条の５第１項の規定に基づく化学的酸素

要求量（ＣＯＤ）、窒素及びりんに係る総量規制基準が適用されることか

ら、同法第１４条第２項及び水質汚濁防止法施行規則第９条の２第１項

第１号の規定に基づき特定排出水の化学的酸素要求量（ＣＯＤ）、窒素及

びりんに係る含有量に関する汚染状態及び排出水量を測定し、１日あた

りの汚濁負荷量を算定することを目的とし、下記により業務を遂行のこ

と。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

（１）測定方法 

     ア．特定排出水の排出水量の測定を行うこと。 

     イ．特定排出水の化学的酸素要求量(ＣＯＤ)、窒素含有量、りん含有量の測 

定を昭和５４年環境庁告示第２０号（化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量 

の測定方法）、平成１３年環境省告示第７７号（窒素含有量に係る汚濁負 

荷量の測定方法）、平成１３年環境省告示第７８号（りん含有量に係る汚 

濁負荷量の測定方法）の規定に基づく測定方法により、１日３回行うこと。 

  （２）測定場所 

     ア．学生寮側排水口 

     イ．国際交流会館側排水口 

  （３）測定日 

     ア．水質汚濁防止法施行規則第９条の２第１項第２号に定める測定期間内に 

行うこと。 

イ．７日を超えない間隔で行うこと。（祝日等の関係により多少の前後は 

可） 



 

 

（４）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、点検結果報告書を施設管理責任  

者へ提出すること。 

          

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす  

る。 



 

 

 

 

 

 

⑤ 水 道 技 術 管 理 者 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  水道技術管理者業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

において、水道法(昭和 32 年法律第 177 号。以下「法」という。)第 19 条

に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を設置し、水道

の管理について技術上の業務を行うことを目的とし、下記により業務を

遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

４．業務概要 

技術管理者は、次の各号に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職

員について必要な技術的指導及び監督を行う。 

（１）水道施設が施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。（法第 5 条） 

（２）水道施設を新設、増設又は改造した場合における給水開始前の水質検査及び施設      

検査に関すること。（法第 13 条第 1 項） 

（３）給水装置の構造及び材質が基準に適合しているかの検査に関すること。（法第 16 

条） 

（４）定期及び臨時の水質検査に関すること。（法第 20 条第 1 項） 

（５）水道施設の従業員の定期及び臨時の健康診断に関すること。（法第 21 条第 1 項） 

（６）塩素消毒などの衛生上の措置に関すること。（法第 22 条） 

（７）水道施設の台帳作成・保管に関すること。（法第 22 条第 3 項） 

（８）供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときの給水の緊急停止 

に関すること。（法第 23 条第 1 項） 

（９）給水停止命令による給水停止に関すること。（法第 37 条） 

（10）その他水道の管理について技術上の職務に関すること。 

 

技術管理者は、（８）又は（９）の措置をとる場合は、事前に施設管理責任者に通知

しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で、事前に通知を行うことができ

ない場合は、事後、直ちに監督職員及び施設管理責任者に報告しなければならない。         



 

５．そ の 他  仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることと

する。 



 

 

 

 

 

 

⑥ 専 用 水 道 水 質 検 査 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  専用水道水質検査業務 

 

２．業務目的  水道法(昭和 32 年法律第 177 号。以下「法」という。)第 19 条に規定する

水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)を設置し、水道の管理につ

いて技術上の業務を行うことを目的とし、下記により業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

  （１）次のとおり水質検査を行うこと。 

ア・検査項目 

水道基準項目(浄水 9 項目、浄水 51 項目）検査（別紙参照）を行い、検査 

結果を施設管理責任者へ報告すること。  

イ．採水場所 

本館１階湯沸室（給水末端）であること。   

   ウ．水質検査機関 

地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者であること（水道 

法 20 条第 3 項）。 

（２）管理者の検便検査を行い、検査結果を本校へ報告すること。 

（３）毎年３月までに、次年度の水質検査計画の作成を行い本校へ提出すること。     

 

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす 

る。 



別紙

年8回（9項目) 年1回 (51項目) 年3回(24項目)
1 一般細菌 〇 〇 〇
2 大腸菌 〇 〇 〇
3 カドミウム及びその他化合物 〇
4 水銀及びその他化合物 〇
5 セレン及びその他化合物 〇
6 鉛及びその他化合物 〇
7 ヒ素及びその他化合物 〇
8 六価クロム化合物 〇
9 亜硝酸態窒素 〇

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 〇 〇
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 〇
12 フッ素及びその他化合物 〇
13 ホウ素及びその他化合物 〇
14 四塩化炭素 〇
15 １，４－ジオキサン 〇
16 シス－１，２－ジクロロエチレン及びトランス－１，２－クロロエチレン 〇
17 ジクロロメタン 〇
18 テトラクロロエチレン 〇
19 トリクロロエチレン 〇
20 ベンゼン 〇
21 塩素酸 〇 〇
22 クロロ酢酸 〇 〇
23 クロロホルム 〇 〇
24 ジクロロ酢酸 〇 〇
25 ジブロモクロロメタン 〇 〇
26 臭素酸 〇 〇
27 総トリハロメタン 〇 〇
28 トリクロロ酢酸 〇 〇
29 ブロモジクロロメタン 〇 〇
30 ブロモホルム 〇 〇
31 ホルムアルデヒド 〇 〇
32 亜鉛及びその他化合物 〇
33 アルミニウム及びその他化合物 〇 〇
34 鉄及びその他化合物 〇
35 銅及びその他化合物 〇
36 ナトリウム及びその他化合物 〇
37 マンガン及びその他化合物 〇
38 塩化物イオン 〇 〇 〇
39 カルシウム、マグネシウム等（硬度） 〇
40 蒸発残留物 〇
41 陰イオン界面活性剤 〇
42 ジェオスミン 〇 〇
43 ２－メチルイソボルネオール 〇 〇
44 非イオン界面活性剤 〇
45 フェノール類 〇
46 有機物（全有機炭素（TOC）の量） 〇 〇 〇
47 ｐH値 〇 〇 〇
48 味 〇 〇 〇
49 臭気 〇 〇 〇
50 色度 〇 〇 〇
51 濁度 〇 〇 〇

52
ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペル
フルオロオクタン酸（PFOA）

〇

調査項目

水質検査項目一覧



 

 

 

 

 

 

⑦ 交 換 電 話 設 備 保 守 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  交換電話設備保守業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の交換電話設備の保守点検業務を行うことを目的とし、下記により業

務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

４．業務概要 

 （１）本館２階交換機室の交換機及び構内全電話の保守点検を行うこと。 

 （２）設備の保守点検は月１回定期的に行い、点検結果については報告書を提出し 

確認を受けること。なお保守点検の際、内線・外線番号の設定変更の必要がある 

場合は、本校指示の番号へ変更を行うこと。 

 （３）交換機の故障等緊急時の保守については、速やかに担当者を派遣し正常な状態に 

復旧させること。 

 （４）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、点検結果報告書を施設管理責任者へ

提出すること。 

 

      

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす

る。 



 

 

 

 

 

 

⑧ 自 動 ド ア 定 期 保 守 点 検 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  自動ドア定期保守点検業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

において、各建物に設置の自動ドアの保守点検を行うことを目的とし、

下記により業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

（１）対象設備 

①講義棟ナブコ自動ドア ２台 

②図書館ナブコ自動ドア  ２台 

③共同研究棟ナブコ自動ドア ２台 

④滄溟寮（女子寮）ナブコ自動ドア １台 

⑤学生サポート棟三和シャッター自動ドア ２台 

  （２）定期点検 

６ヶ月に１回（年２回）自動ドアの保守点検を行うこと。 

（３）緊急点検 

自動ドアに故障等が発生した場合は、速やかに担当者を派遣し、復旧及び必要 

な処置にあたること。  

（４）点検時の電気系統・油脂類等の消耗品は受注者において調達すること。 

     （５）点検結果については、報告書を提出し施設管理責任者の確認を受けること。 

     （６）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、点検結果報告書を提出すること。 

      

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす 

る。 



 

 

 

 

 

 

⑨ 空 気 環 境 測 定 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  空気環境測定業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

において、労働安全衛生法第６５条及び事務所衛生基準規則第７条の

定めるところによる空気環境測定を行うことを目的とし、下記により

業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

  （１）毎年６月、９月、１２月に各一回、次のとおり構内の空気環境測定を行う 

こと。 

ア．測定回数 

本校が指定する場所において１日２回（１回につき５ヶ所）測定を行う

こと。 

イ． 測定場所 

講義棟入口、会計課、業務推進課、図書館事務室、学生課とする。 

ウ．測定事項 

温度・湿度・気流・炭酸ガス・一酸化炭素・浮遊粉塵量とする。 

（２）作業終了後、施設管理責任者へ報告し、測定記録表を提出すること。 

 

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることと 

する。 



 

 

 

 

 

 

⑩ ダ ム ウ エ ー タ ー 法 定 点 検 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  ダムウエーター法定点検業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の二学科共用実験棟及び図書館に設置されているダムウエーターの点

検を行うことを目的とし、下記により業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

  （１）ダムウエーターの法定点検を次のとおり行うこと。 

ア．巻上機・制御盤点検 

機械室環境、巻上機、ブレーキ、そらせ車、制御盤の確認。 

イ．昇降路内点検 

昇降路内環境、上部リミットスイッチ、つり合いおもり、つり合いお 

もりレール、かご用ガイドレール、移動ケーブル、主ロープの確認。 

ウ．ドア廻り点検 

ドアワイヤー、各ローラー、階床表示灯、各押しボタン、ドアスイッ 

チ、ドアレール、戸閉め安全装置の確認。 

エ．カゴ内点検 

インターホン、内装・外観の確認。 

オ．ピット点検 

ピット内環境、緩衝器、下部リミットスイッチの確認。 

（２）作業後、動作確認を行うこと。 

（３）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、点検結果報告書を施設管理責任 

者へ提出すること。 

      

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす 

る。 



 

 

 

 

 

 

⑪ 共 同 研 究 棟 昇 降 機 保 守 点 検 業 

務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

仕様書 

 

 

１． 件  名  共同研究棟昇降機保守点検業務 

 

２．業務目的  共同研究棟に設置の昇降機（一般用（ロープ式）乗用エレベーター）

の保守点検を行うことを目的とし、下記により業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

  （１）対象設備 

      一般用（ロープ式）乗用エレベーター １基 

     ①積載量（定員）９００ｋｇ（１３人） 

     ②停止箇所（停止階）４箇所停止（１～４階） 

     ③地震・火災・停電時管制及び身障者対策あり 

  （２）定期点検 

      毎月１回対象設備の保守点検を行うこと。 

  （３）緊急点検 

      対象設備に故障等が発生した場合は、速やかに担当者を派遣し復旧及び必要 

な処置にあたること。 

  （４）定期検査 

      建築基準法第１２条に基づく年１回の定期検査を行うこと。   

  （５）点検時の電気系統・油脂類等の消耗品は受注者において調達のこと。 

 （６）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、点検結果については、施設管理責任  

者の確認を受け、報告書を提出すること。 

 

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす 

る。 



 

 

 

 

 

 

⑫ レ ジ オ ネ ラ 菌 検 査 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  レジオネラ菌検査業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

において、レジオネラ菌が発生する危険のある構内箇所の検査を行い、

職員及び学生の健康安全確保に努めることを目的とし、下記により業

務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

 

４．業務概要 

  （１）毎年１回、機械棟冷却塔２基（CT-2,CT-3）、図書館冷却塔、多目的学生教 

育棟プールのレジオネラ菌検査を実施すること。 

（２）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、結果報告書を提出すること。 

      

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす  

る。 



 

 

 

 

 

 

⑬ 受 水 槽 及 び 高 置 水 槽 清 掃 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  受水槽及び高置水槽清掃業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の受水槽及び高置水槽の清掃を行うことを目的とし、下記により業務

を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

（１）毎年１回（概ね３月中）、受水槽 ＦＲＰ製複合板（セキスイタンクＮＲＳ 

型 ６０m3 ２槽式）及び高置水槽 ＦＲＰ製複合板（セキスイタワータンク 

３０m3２槽式）の清掃を行うこと。 

       ア．各水槽内部の洗浄を行い、付着物の除去及び洗浄後に消毒を行うこと。  

          イ．洗浄及び消毒により発生した洗浄水は確実に排出し、槽内を水洗いのこ 

こと。 

     ウ．清掃後、水槽内へ常用水位まで水張りを行うこと。 

         エ．清掃に伴い、切替を行ったスイッチ類を通常作動とし各ポンプ他の動作 

を確認すること。                   

（２）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、清掃結果報告書を提出すること。 

      

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす  

る。 



 

 

 

 

 

 

⑭ 浄 化 槽 法 定 検 査 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  浄化槽法定検査 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の浄化槽について、浄化槽法第１１条に基づく法定検査を実施す       

ることを目的とし、下記により業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

   （１）次の浄化槽について外観・水素イオン濃度・溶存酸素量・透視度・残留塩 

素濃度・生物化学的酸素要求量等の法定検査を毎年１回実施すること。 

① 艇庫南側の合併処理浄化槽（接触ばっ気方式・３２０人槽） 

② 学生寮の合併処理浄化槽（接触ばっ気方式・３００人槽） 

  （２）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、検査結果報告書を提出すること。 

      

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす  

る。 



 

 

 

 

 

 

⑮ 水 質 分 析 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  水質分析業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

構内２ヶ所の排水口（ＮＯ．１学生寮側排水口・ＮＯ．２国際交流会        

館側排水口）の水質分析を行うことを目的とし、下記により業務を遂行

のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

  （１）次の項目について、毎年１回（３月中）水質分析を行うこと。 

        ①水素イオン濃度（ｐＨ） 

          ②生物化学的酸素要求量（ＢＯＤ） 

          ③化学的酸素要求量（ＣＯＤMN） 

         ④浮遊物質量（ＳＳ） 

          ⑤ノルマルヘキサン抽出物質含有量（ｎ－ヘキサン） 

          ⑥フェノール類含有量 

          ⑦銅含有量 

     ⑧亜鉛含有量 

          ⑨溶解性鉄含有量 

          ⑩溶解性マンガン含有量 

          ⑪全クロム含有量 

     ⑫ふっ素含有量 

          ⑬大腸菌群数 

          ⑭全窒素含有量 

          ⑮全りん含有量 

     ⑯カドミウム及びその化合物 

     ⑰シアン化合物 

     ⑱砒素及びその化合物 



     ⑲水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 

     ⑳ジクロロメタン 

     ㉑ベンゼン 

     ㉒セレン及びその化合物 

     ㉓ほう素及びその化合物 

     ㉔アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 

     ㉕四塩化炭素 

    （２）採水場所 

     ア．学生寮側排水口（分析項目①～⑮） 

     イ．国際交流会館側排水口（分析項目①～㉕） 

（３）作業終了後、施設管理責任者に報告し、計量証明書を施設管理責任者へ提出  

すること。 

    

 

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす  

る。 



 

 

 

 

 

 

⑯ 煤 煙 測 定 業 務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  煤煙測定業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の内燃・制御実験棟のディーゼル機関、舶用機械総合実験棟の曲管式

水管ボイラーについて、大気汚染防止法第１６条及び大気汚染防止法

施行規則第１５条（ばい煙量等の測定）に基づき、ばい煙の測定分析

を行うことを目的とし、下記により業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

 

４．業務概要 

毎年１回次のとおり測定を行うこと。 

 

（１）測定場所及び設備明細          

測定場所 

 

設備種別 

 

伝熱面積 

（㎡） 

最大燃焼消費量 

（ｌ／ｈ） 

煙突の高さ 

 及び径（ｍ） 

使用燃料 

 

 備 考 

 

内燃・制御

実験棟 

 

ディーゼル機

関 

― ６０．４ Ｈ＝９．００ 

φ＝0.09 

軽油  

舶用機械総

合実験棟 

曲管式水管 

ボイラー 

５２ 

 

１４０ 

 

Ｈ＝８．４８ 

φ＝0.60 

１種１号油 

（Ａ重油） 

 

 

 

  （２）ガス採取口 

 内燃・制御実験棟 

 

 屋外排気煙道に設置する地上高２．５mの測定孔 

 舶用機械総合実験棟   煙道 ３３０×３３０円形採取口 

 

  （３）測定分析項目及び方法 



ばいじん濃度 ＪＩＳ Ｚ－８８０８ 

硫黄酸化物濃度 ＪＩＳ Ｋ－０１０３ 

窒素酸化物濃度 ＪＩＳ Ｋ－０１０４ 

 

  （４）作業終了後は、施設管理責任者へ報告し、測定分析結果報告書を施設管理責任者へ  

提出すること。 

 

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす 

る。 



 

 

 

 

 

 

⑰非常用自家発電設備法定点検業務 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  非常用自家発電設備法定点検業務 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の多目的学生教育棟及び共同研究棟に設置の非常用自家発電設備につい

て法定点検を行うことを目的とし、下記により業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

  （１）対象設備 

     ①多目的学生教育棟 ＰＸ－１３５ＭＳＲ（Ｂ） 

     ②共同研究棟 ＨＰＣ－３３０ＫＳＲ（Ｂ） 

 （２）点検整備内容 

    ア．発電機室等点検整備 

    イ．本体基礎部等点検整備 

    ウ．原動機点検整備 

    エ．発電機点検整備 

    オ．発電機制御盤類点検整備 

    カ．始動用類点検整備 

    キ．絶縁抵抗測定 

    ク．運転機能点検   

    ケ．エンジンオイル交換 

    コ．冷却水不凍液交換 

    サ．オイルエレメント交換 

    シ．燃料エレメント交換 

（３）作業終了後は、施設管理責任者に報告し、点検結果報告書を提出すること。 

 

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす  

る。 



 

 

 

 

 

 

⑱ 海 水 取 水 管 路 清 掃 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  海水取水管路清掃 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の取水口・取水管の清掃を行い、海水取水管路の機能を回復（清掃前

の給水量と同等以上の給水量の確保）することを目的とし、下記によ

り業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

（１） 取水口清掃 

ア． 潜水士、潜水世話役、送気員兼連絡係を置くこと。 

イ． 潜水することに伴い、必要な潜水士船を準備すること。 

ウ． 潜水を行い、集水枡及び取水井の取水口と取水口ストレーナーの清掃を行

うこと。 

（２） 取水管清掃 

ア． 取水管清掃に伴い、必要な車両（高速吸引車、高圧洗浄車、給水車、機材 

運搬車）を配置すること。 

イ． 指定する場所のフランジを取り外し、取水管を高圧洗浄及び高速吸引によ

り取水井内の海水を汲み取りながら清掃を行うこと。（別紙１．２参照） 

ウ． 海水ポンプ室内の指定する場所の配管を高圧洗浄により清掃を行うこと。

（別紙３参照） 

エ． 清掃にあたっては、海水ポンプ室内に損害を与えないよう確実に養生を行

うこと。 

オ． 取り外したフランジのパッキンは新しい物に取り替えること。 

カ． 清掃後は取水管路の漏水有無を確認すること。 

（３） 作業時期 

ア． 毎年１回、4～5 月の期間に作業を行うこと。 

イ． 作業日は事前に本校と相談して決定すること。 



（４） 作業後 

ア． 施設管理責任者は揚水ポンプが正常に稼働することを確認すること。 

イ． 施設管理責任者へ報告し、施行写真（清掃前、清掃中、清掃後）を施設管理責

任者へ提出すること。 

 

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす  

る。 









 

 

 

 

 

 

⑲蒸気原動機サイクル実験設備ボイラー点検・整備 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  蒸気原動機サイクル実験設備ボイラー点検・整備 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

舶用機械総合実験棟のボイラー及び圧力容器安全規則第 38 条に基づく

整備を行うことを目的とし、下記により業務を遂行のこと。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

４．業務概要 

（１） 対象設備 

①ボイラー 1 基（蒸発器・過熱器 1 式） 

      ボイラーメーカー：株式会社丸金佐藤造船鉄工所 

      最大蒸発量：1,500 kg/h 

      使用燃料：A 重油 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 規格 

厚生労働省 労働安全衛生法 ボイラー構造規格 

     ボイラー及び圧力容器安全規則 

 

ボイラー 蒸発器 過熱器 

最高仕様圧力 (MPa) 1.57 1.57 

水圧試験圧力 (MPa) 2.36 2.36 

最高使用温度 (℃) 203.4 250 

伝熱面積 (㎡) 52 8 

安全弁 口径 数量 

ドラム安全弁 25A 2 

過熱器安全弁 25A 1 



  （３）点検・整備内容 

本業務は、ボイラー検査証の有効期限の更新に伴う性能検査を受けるため 

の点検・整備を行うものであり、以下の作業を行う。 

① 上下ドラム・水管・管寄せ 缶内の清掃 

② 燃焼室・過熱器伝熱面の清掃 

③バーナーの清掃 

④機側水面計分解整備 

      （水面計ガラス破損・損耗時は交換のこと） 

⑤安全弁（3 基）の分解整備、作動試験 

⑥ドラム付弁・ブロー弁・給水装置（逆止弁を含む）・付属品の整備 

     （サンプル水弁、表面ブロー弁を含む） 

⑦性能検査受験手続の代行（検査手数料含む）及び検査時の立会い 

⑧性能検査完了後の復旧作業及び試運転の立ち合い 

⑨その他、性能検査受験に必要な個所の作業すべて 

 

  （４）特記事項 

①開放個所に使用されているパッキン類はすべて交換すること 

②交換部品（パッキン類を含む）は、施工業者支給とする 

     ③交換するパッキン類は、ノンアスベスト仕様とする 

     ④本業務に必要な機材・測定機器等は施工業者において用意すること 

     ⑤整備行程は本校校務部会計課施設係と日程調整を行うこと。 

     ⑥酸欠防止のためマンホール開放時、缶内・炉内清掃時等ドラム内及び燃焼 

室に立ち入る際は、適宜酸素濃度の測定を行うこと 

     ⑦作業の際に発生した廃材等は、施工業者において処分のこと 

     ⑧マンホール開放時及び閉止時、安全弁の作動試験時には、担当係もしくは 

学校側運転担当者の確認を得ること 

     ⑨マンホール及びハンドホール閉止時、ボルト・ナットは均等に締め付け、

フランジ面間間隙は十分にチェックすること 

⑩ 作業終了後は、施設管理責任者に報告すること 

⑪ 作業報告書及び工事写真を、それぞれ 1 部提出のこと   

 

５．追加事項 

点検・整備内容に追加が必要となった場合は、別途にて行うこととする。 

 



６． そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によること  

とする。 



 

 

 

 

 

 

⑳食品加工実習工場ボイラー他点検整備 

 

仕 様 書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１． 件  名  食品加工実習工場ボイラー他点検整備 

 

２．業務目的  国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校（以下「本校」という。）

の食品加工実習工場内ボイラーの点検、第一種圧力容器の点検整備及び 

        性能検査を行い、安全を確保することを目的とし、下記により業務を遂行

のこと。 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

 

 

 

４．業務概要 

（１） ボイラーの点検整備を行うこと。 

ア．対象ボイラー 

型式：ＳＡＪ－３０Ｋ ２基 

イ．点検項目等  

①ボイラー本体：缶内状況の確認  

②ガス側：ススの付着の有無，耐火材の落下の有無 

③給水系：給水ポンプの異常音の有無，シール漏れの有無 

           ストレーナー詰まりの有無，逆止弁漏れの有無 

           水位電極棒漏れの有無 

④付属機器：水面計ガラス漏れの有無，安全弁漏れの有無 

           連続ブロー作動の状態確認，圧力計の状態確認 

           電磁開閉器の状態確認，端子類のゆるみ確認 

⑤バーナー系：発煙の有無，油ストレーナー汚れの有無 

              ノズルチップ汚れの有無 

              ディフューザー汚れ・変形の有無 

              火炎検出器汚れの有無 

 ⑥制御系：圧力スイッチの作動確認 

           低水位作動確認 

⑦水処理：軟水器の作動確認 



（２） 第一種圧力容器の安全弁等点検整備・吹出しテスト及び労働安全衛生法に

基づく性能検査を行うこと。 

ア．対象圧力容器 

   ①高温殺菌機（型式：ＴＧＸＬ－Ｂ[FJ2151,FJ2152］） 

     ②円筒型蒸煮機（型式：ＳＬ－２２Ｈ） 

 イ．点検項目等 

   ①弁箱：腐食・損傷・破損の有無 

   ②弁体：固着・詰まりの有無，腐食・損傷・破損の有無 

   ③弁座：固着・詰まりの有無，腐食・損傷・破損の有無 

   ④ばね：腐食・損傷・破損・劣化の有無 

     ⑤弁棒：腐食・損傷・破損の有無 

   ⑥フランジ部：腐食・損傷・破損の有無 

   ⑦ネジ部：腐食・損傷・破損の有無 

   ⑧その他：腐食・損傷・破損の有無 

   ⑨吹出しテスト：吹出し圧力及び吹止まり圧力の測定 

           作動状態の確認 

ウ．労働安全衛生法に基づく性能検査を実施すること。 

   （３）整備点検時期 毎年１回（２月中） 

（４）整備点検後は、試運転を実施し、正常に作動するか確認すること。 

（５）作業終了後は、施設管理責任者へ報告し、点検結果報告書を施設管理責任者  

へ提出すること。 

 

５．そ の 他 仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によることとす  

る。整備点検時期は毎年 2月中とする。 



 

 

 

 

 

 

㉑ 消 防 用 設 備 保 守 点 検 業 務 

 

仕 様 書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



仕様書 

 

 

１．件  名    消防用設備保守点検業務 

 

２．業務目的  消防法第１７条３の３の規定に基づき、自火報設備、防排煙設備、消火        

栓、避難器具、誘導灯、非常警報設備、消火器の総合・機器点検を行う        

ことを目的とする。 

 

３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７－１ 

国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 

山口県宇部市大字小野８３１９－２ 

水産大学校 小野臨湖実験実習場 

 

 

 

４．業務概要  以下のとおり点検を行うこと。 

        一．機器点検（２回（６ヶ月に１回）） 

１．外観もしくは簡易的な操作の範囲内で消防用設備の機能上問題 

  がないか確認を行うこと。 

２．消防用設備の機器の適正な配置、損傷等、目視で不具合がない 

  か確認を行うこと。 

総合点検（１回（１年に１回）） 

１．機器点検の他に消防用設備を実際に作動し、正常に機能するか

確認を行うこと。 

 

        二．下記の施設の総合・機器点検を行うこと。 

１．守衛所 

２．本館 

３．海洋生産実験教室棟 

４．水産生物飼育培養棟 

５．水産生物飼育研究棟 

６．学生寮 

７．国際交流会館 

８．内燃・制御実験棟 

９．武道館 

１０．二学科共用実験棟 

１１．大型回流水槽棟 

１２．課外活動施設 



１３．機械棟 

１４．多目的学生教育棟 

１５．情報館 

１６．学生合宿棟 

１７．三学科共用実験棟 

１８．クラブ活動棟 

１９．食品加工実習工場 

２０．図書館 

２１．マルチメディアネットワークセンター 

２２．海洋機械実習工場 

２３．学生コミュニティーホール 

２４．舟艇管理棟 

２５．共同研究棟Ａ 

２６．共同研究棟Ｂ 

                    ２７．講義棟 

                    ２８．体育館 

                    ２９．舶用機械総合実験棟 

３０．小野臨湖実験実習場（宇部市） 

 

三．点検項目は下記のとおり行い、点検終了後、報告書を提出すること。 

 １．屋内消火栓設備 

 ２．屋外消火栓設備 

 ３．パッケージ型消火設備 

 ４．非常警報設備 

 ５．誘導灯 

 ６．避難器具 

 ７．消火器 

 ８．自動火災報知設備 

 ９．防排煙設備 

 

        四．施工業者の負担範囲を次のとおり定める。 

          １．点検に必要な工具、計測機器等の機材は設置機器に付属されて 

            いるものを除き施工業者の負担とする。 

          ２．保守に必要な消耗品及び材料、油脂等は施工業者の負担とす

る。 

          ３．清掃に必要な資材及び機材は施工業者の負担とする。 

 

                五．作業終了後は、施設管理責任者に報告すること。 

 



 

５．その他   仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によること

とする。 



10 20 50 2
型 型 型 型

1 守衛所 1 1 1 1

2 本館 3 6 4 42 6 7 2 2

3 海洋生産実験・教室棟 4 34 5 4 2

4 水産生物飼育培養棟 3 1 16 22 5 2 2

5 水産生物飼育研究棟 2 1 2 6 7 4 2 2

6 学生寮 1 12 1 24 2 29 215 16 18 12 12

7 国際交流会館 4 24 5 8 2 2

8 内燃・制御実験棟 5 28 15 4 4 3

9 武道館 3 16 1 2 1

10 二学科共用実験棟 1 9 1 18 11 14 88 115 24 12 10 10 1 8 16

11 大型回流水槽棟 3 3 2

12 課外活動施設 4 23 2 2 2 2

13 機械棟 8 24 3 1 3 3

　（油庫） 1 1

14 多目的学生教育棟 6 4 6 1 4 17 7 6 7 6

15 水産情報館 2 24 5 2 2

16 学生合宿棟 4 24 7 6 2 2

17 三学科共用実験棟 1 8 1 16 3 12 3 151 16 17 9 8 8 8 12

18 クラブ活動棟 2 21 4 4 2 2

19 食品加工実習工場 5 1 10 19 1 2 2

　（高圧ガス充填室） 1

20 図書館 11 41 6 10 5 2

21 マルチメディアネットワークセンター 4 15 1 2 2 2

22 海洋機械工作実習工場 44 2 1 3 2

23 学生コミュニティーホール 8 22 5 3 2 2

24 舟艇管理棟 7 2 1 1 22 4 2

25 共同研究棟Ａ 1 8 1 16 7 1 8 14 32 44 25 8 8

26 共同研究棟Ｂ 5 3 5 6 2 2

27 講義棟 1 4 1 16 1 1 1 6 18 93 16 8

28 体育館 4 7 2 5 23 3 4 6 6

29 舶用機械総合実験棟 13 1 1 49 2 3 2

　（薬品庫） 2 1

30 小野臨湖実験実習場（宇部市） 5 1 1
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【別紙】消防用設備保守点検
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総合点検 機器点検 総合点検 機器点検

8月～9月 8月～9月 2月～3月 2月～3月

1 守衛所 〇 〇

2 本館 〇 〇

3 海洋生産実験・教室棟 〇 〇

4 水産生物飼育培養棟 〇 〇

5 水産生物飼育研究棟 〇 〇

6 学生寮 〇 〇

7 国際交流会館 〇 〇

8 内燃・制御実験棟 〇 〇

9 武道館 〇 〇

10 二学科共用実験棟 〇 〇

11 大型回流水槽棟 〇 〇

12 課外活動施設 〇 〇

13 機械棟 〇 〇

　（油庫） 〇 〇

14 多目的学生教育棟 〇 〇

15 水産情報館 〇 〇

16 学生合宿棟 〇 〇

17 三学科共用実験棟 〇 〇

18 クラブ活動棟 〇 〇

19 食品加工実習工場 〇 〇

　（高圧ガス充填室） 〇 〇

20 図書館 〇 〇

21 マルチメディアネットワークセンター 〇 〇

22 海洋機械工作実習工場 〇 〇

23 学生コミュニティーホール 〇 〇

24 舟艇管理棟 〇 〇

25 共同研究棟Ａ 〇 〇

26 共同研究棟Ｂ 〇 〇

27 講義棟 〇 〇

28 体育館 〇 〇

29 舶用機械総合実験棟 〇 〇

　（薬品庫） 〇 〇

30 小野臨湖実験実習場（宇部市） 〇 〇

名　　　　　称



 

 

 

 

 

 

㉒講義棟及び多目的学生教育棟昇降機保守点

検業務 

 

仕 様 書 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
業 務 仕 様 書 

 
 
１．件  名  講義棟及び多目的学生教育棟昇降機保守点検業務 
 
２．業務目的   講義棟及び多目的学生教育棟に設置の昇降設備（一般用（ロープ式）

乗用エレベーター）の円滑な運転及び安全を確保するため、点検整備

及び建築基準法に定める定期検査を行うことにより、設備の機能維持

を図ることを目的とする。 
 
３．業務場所  山口県下関市永田本町二丁目７番１号 
        国立研究開発法人水産研究・教育機構 水産大学校 
         
 
 
４．業務概要  以下のとおり行うこと。 

一．対象設備 
一般用（ロープ式）乗用エレベーター ２基（東芝エレベータ製） 
＊所在地は別紙「水産大学校校内図」参照 
①積載量（定員）９００ｋｇ（１３人） 
②停止箇所（停止階） 
 講義棟：４箇所停止（１～４階） 
 多目的学生教育棟：２箇所停止（１～２階） 
③火災時管制運転装置・地震時管制運転装置・停電時自動着床装

置及び身障者対策あり。 
 
        二．定期点検 

専門技術者による３ヶ月に１回（遠隔点検については１ヶ月に

１回、指定項目は毎日）の定期点検を行うこと。（別紙参照） 
＊専門の知識を持ち、国土交通大臣認定の昇降機検査資格者を有

する技術者を現場へ派遣するものとし、点検・調整・注油及び

補修作業を行い、その結果を書面にて報告する。 
 なお、作業範囲は別紙によること。 

 
三．緊急点検 

エレベーター設備に故障等が発生した場合は、速やかに保守担当

者を派遣し、復旧及び必要な処置にあたること。  
 

四．定期検査 
建築基準法第１２条に基づく年１回の定期検査を行うこと。 
＊検査の結果を定期検査報告書として取りまとめ、所定行政庁に

報告すること。 
 
五．点検時の電気系統・油脂類、ビス類、ウエス等作業に必要となる

ものの一切は請負者にて調達すること。 
     

                六．点検結果については、報告書を提出し施設管理責任者の確認を受



けること。 
 

七．作業終了後は、施設管理責任者に報告すること。 
 

５．そ の 他  仕様書に明記のない部分については、施設管理責任者の指示によるこ

ととする 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 
 
定期点検 
【点検項目】 
１．機器類 
 ①制御盤機器 
 ②巻上機・電動機 
 ③電磁ブレーキ 
 ④調速機 
 
２．かご 
 ①運行状態 
 ②かご意匠関係 
 ③かご戸各機器 

④戸閉め安全装置 
 ⑤外部への連絡装置 
 ⑥照明、換気扇及びファン 
 
３．かごの周囲・昇降路 
 ①かごの上部の外観 
 ②戸の開閉装置 
 ③昇降路内各機器 
 ④かご周辺機器 
 ⑤主索及び調速機ロープ（平型ロープ） 
 
４．乗場 
 ①乗場意匠関係 
 ②乗場戸各機器 
 
５．ピット 
 ①ピット環境 
 ②ピット内各機器 
 
６．付加装置 
 ①各管制運転 
 ②遠隔監視（通話）装置 
 ③遮煙構造 
 ④戸開走行保護装置 
 
７ その他 
 ①警告ラベルステッカー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



遠隔点検 
【点検項目】 
１．制御関連機器 
 ①機器温度 
 ②接触器動作状態 
 ③制御機器動作状態 
 
２．かご関連機器 
 ①戸の開閉状態 
 ②押しボタン動作状態 
 ③ドアスイッチ動作状態 
 ④照明灯点灯状態 
 
３．乗場関連機器 
 ①戸の開閉状態 
 ②ボタン動作状態 
 ③ドアスイッチ動作状態 
 
４．昇降路内関連機器 
 ①昇降路内スイッチ動作状態 
 
５．運転性能 
 ①起動状態 

②加速状態 
③一定速走行状態 
④減速状態 
⑤着床状態 

 
６．遠隔監視（毎日） 
 ①閉じ込め故障 
 ②起動不能 
 ③電源異常 
 ④管制運転動作 
 



学生

クラブハウス１号

建面積・延面積

ＲＣ－４，３

番号 建物名 構造階数 建面積(㎡) 延面積(㎡) 建築年月

クラブ活動棟

研究準備棟

学生合宿棟

海洋生産実験・教室棟

水産生物飼育培養棟

学生寮(男子寮、女子寮、食堂棟)

講義棟

舶用機械総合実験棟

武道館

本館

守衛所

機械棟

三学科共用実験棟

内燃・制御実験棟

国際交流会館

図書館

二学科共用実験棟

食品加工実習工場

海洋機械工作実習工場

マルチメディアネットワークセンター

学生コミュニティホール
舟艇管理棟

水産生物飼育研究棟

共同研究棟付属棟

共同研究棟

水産情報館

課外活動施設

体育館

大型回流水槽棟

多目的学生教育棟

282.74

378.52

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－２

ＲＣ－４

ＲＣ－４

ＲＣ－４

ＲＣ－４

ＲＣ－３

ＲＣ－３

ＲＣ－１

ＲＣ－１

ＲＣ－１

Ｓ－２

578.78

511.10

570.74

1904.24

1175.12

691.50

481.75

765.41

24.00

298.76

1499.75

928.30

434.48

1344.18

837.50

862.70

562.00

383.39

699.02

776.47

398.00

398.00

712.87

474.03

243.41

1294.30

322.02

1964.61 1987.53

410.78

1446.96

417.82

797.03

2973.98

439.06

605.38

1217.58

1103.91

728.77

970.24

862.70

1683.41

4325.65

865.59

1344.49

4440.91

626.06

24.00

1542.14

481.75

1003.24

4566.59

4721.64
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777.17

564.62 S31.3
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H7.3

H7.3

H8.12

H9.3

H10.9

H12.2
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2

1

大型機材置場

舶用機械総合実験棟

自動販売機置場

器具庫

単車置場１号

単車置場５号

クラブハウス２号

部室

食品科学科機材庫

三科共用実験棟

海洋生産実験・教室棟

機械棟

舟艇管理棟

武道館

守衛所

車庫

本　館
講義棟

二学科共用実験棟
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石灰置場

課外活動施設

図書館

食品加工実習工場

高圧ガス充填室

塵芥集積焼却施設

ポンプ室

井水ポンプ室

給水塔

学生合宿棟

駐車場

活動棟
クラブ

テニスコート
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水産生物飼育培養棟

共同研究棟付属棟

敷地境界線

海水ポンプ室

海水貯水槽室

高置水槽室

多目的学生

教育棟

プール

敷
地
境
界
線

道路

体育館

研究準備棟

生物飼育
研究棟

屋外水槽

学生寮浄化槽ブロア庫

食堂棟

男子寮

女子寮

浄化槽

男子寮自転車置場

大型回流水槽棟

講義棟渡廊下

多目的学生教育棟渡廊下

８

単車置場３号

男子寮ゴミ置場

女子寮ゴミ置場

６

６

30

28

23

２

29
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５
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共同研究棟渡廊下

共同研究棟
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学生サポート棟
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食品科学科機材庫

薬品庫

クラブハウス１号

クラブハウス２号

器具庫

部室

男子寮ゴミ置場

女子寮ゴミ置場

石灰置場

弓道場

弓道場的場
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車庫

ポンプ室

単車置場１号

海水ポンプ室

海水貯水槽室

男子寮自転車置場

自動販売機置場

油庫

共同研究棟渡廊下

講義棟渡廊下

大型機材置場

単車置場５号

多目的学生教育棟渡廊下

高圧ガス充填室

井水ポンプ室

高置水槽室
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S62.3

H4.3

H4.3

H4.3
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H5.3
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H6.3

H6.12

H28.3

H8.3

H7.3

H8.12

H12.2

H20.3
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H25.2

H25.3

塵芥集積焼却施設

学生サポート棟 ＲＣ－１ 283.34 H31.3272.00
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弓道場42

弓道場的場41

図面名

件名 縮尺

作成年月日

構造

下関市永田本町２－７－１

工事場所

１：１５００

敷地案内図

至 豊浦町

至 下関市

吉見中学校

海上自衛隊下関基地隊

日本海
ＪＲ山陰本線

国道１９１号線

串本岬

永田川

市役所吉見支所

眼ノ崎

網代ノ鼻

ＪＲ吉見駅

加茂島

全体配置図　　　1：1500
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水産大学校建物配置図・案内図

40

水産研究・教育機構


